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結 果 の 概 要 

 

【事業所調査】 

１ リスクアセスメントに関する事項 

(1)リスクアセスメントの実施状況 

リスクアセスメント（※１）を実施している事業所の割合は 46.5％［22 年調査 33.8％］となっており、

事業所規模が大きくなるほど高く、5,000 人以上の事業所規模では 80.4％となっている。 

リスク情報の更新の頻度については、「１年に２回以上」（31.0％）が最も多く、次いで「不定期」 

（27.4％）、「作業方法や設備の新設・変更の都度」（20.0％）となっている。（第１表） 

  

 

  

（単位：％）

１年に２回

以上
１年に１回

２年以内に

１回

２年を超え

る期間ごと

に１回

作業方法や

設備の新

設・変更の

都度

不定期 その他

平成23年 100.0 46.5 (100.0) (31.0) (16.5) (0.7) (0.2) (20.0) (27.4) (3.7) 53.5

（事業所規模）

　5,000人以上 100.0 80.4 (100.0) (49.8) (16.2) (-) (-) (22.7) (9.1) (2.2) 19.6
　1,000 ～ 4,999人 100.0 73.2 (100.0) (39.0) (22.9) (0.8) (0.1) (22.0) (12.4) (2.8) 26.8
　500 ～ 999人 100.0 70.2 (100.0) (39.2) (21.6) (0.3) (0.2) (21.1) (14.1) (3.4) 29.8
　300 ～ 499人 100.0 66.7 (100.0) (33.9) (22.2) (0.7) (1.0) (18.1) (21.3) (2.7) 33.3
　100 ～ 299人 100.0 66.0 (100.0) (38.2) (23.1) (0.4) (0.3) (17.1) (17.8) (2.6) 34.0
　50 ～　99人 100.0 60.3 (100.0) (34.8) (17.2) (0.9) (0.8) (15.7) (26.8) (3.5) 39.7
　30 ～　49人 100.0 51.8 (100.0) (35.8) (16.0) (2.3) (0.4) (15.8) (25.2) (4.0) 48.2
　10 ～　29人 100.0 41.9 (100.0) (28.2) (15.7) (0.3) (0.0) (22.2) (29.3) (3.9) 58.1

（産業）

農業，林業（林業に限る。) 100.0 79.6 (100.0) (30.3) (23.9) (1.8) (-) (29.2) (12.4) (2.4) 20.4
鉱業，採石業，砂利採取業 100.0 67.1 (100.0) (31.5) (26.0) (0.7) (2.4) (19.3) (15.7) (4.3) 32.9
建設業 100.0 72.8 (100.0) (31.5) (14.2) (-) (0.0) (34.5) (16.7) (2.1) 27.2
製造業 100.0 54.4 (100.0) (22.0) (20.2) (0.8) (0.4) (23.9) (29.2) (3.2) 45.6
電気・ガス・熱供給・水道業 100.0 78.7 (100.0) (42.9) (22.5) (0.7) (-) (23.4) (7.8) (2.7) 21.3
情報通信業 100.0 37.8 (100.0) (51.9) (11.0) (1.4) (-) (5.4) (28.1) (2.2) 62.2
運輸業，郵便業 100.0 61.1 (100.0) (47.2) (18.7) (4.5) (-) (9.7) (17.9) (2.0) 38.9
卸売業，小売業 100.0 40.8 (100.0) (27.0) (17.0) (0.0) (0.6) (15.8) (32.9) (6.7) 59.2
金融業，保険業 100.0 34.5 (100.0) (51.2) (10.7) (-) (-) (7.8) (24.9) (5.3) 65.5
不動産業，物品賃貸業 100.0 36.8 (100.0) (34.0) (20.7) (-) (-) (7.9) (30.0) (7.3) 63.2
学術研究，専門・技術サービス業 100.0 34.2 (100.0) (26.9) (24.3) (0.0) (-) (15.8) (32.1) (0.9) 65.8
宿泊業，飲食サービス業 100.0 36.0 (100.0) (31.3) (10.5) (-) (-) (30.7) (26.1) (1.1) 64.0
生活関連サービス業，娯楽業 100.0 40.7 (100.0) (21.3) (24.5) (0.5) (0.1) (20.9) (31.9) (0.3) 59.3
教育，学習支援業 100.0 21.3 (100.0) (20.2) (18.0) (0.0) (-) (6.1) (53.9) (1.2) 78.7
医療，福祉 100.0 53.1 (100.0) (39.4) (12.1) (1.3) (-) (13.0) (28.0) (5.6) 46.9
複合サービス事業 100.0 35.6 (100.0) (15.9) (23.7) (1.0) (-) (26.8) (24.5) (5.6) 64.4
サービス業（他に分類されないもの） 100.0 47.3 (100.0) (31.9) (16.2) (0.4) (-) (18.2) (30.2) (3.1) 52.7

[平成22年] 100.0 33.8 (・・・) (・・・) (・・・) (・・・) (・・・) (・・・) (・・・) (・・・) 66.2
注１）「実施している」には実施の頻度不明が含まれる。

　 ２）平成22年調査のリスクアセスメントを実施しているにおける内訳は「実施の頻度」であり、調査内容が異なるため記載しない。

第１表　　リスクアセスメントの実施の有無及びリスク情報の更新の頻度別事業所割合

区分 事業所計 実施している

更新の頻度 

実施してい

ない
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リスクに関する情報の入手方法（複数回答）については、「職場ミーティングでの意見・報告」 

（68.4％）が最も多く、次いで「現場管理者の意見･報告」（53.3％）、「ヒヤリ・ハット体験（※２）の 

報告」（48.0％）となっている（第２表）。 

   

  

（単位：％）

区分
リスクアセスメ
ントを実施して
いる事業所計

安全パトロー
ルによる職場

点検

ヒヤリ・ハット体
験の報告

現場管理者の
意見・報告

安全衛生委員
会等における
各委員の意

見・報告

職場ミーティン
グでの意見・報

告
その他

平成23年 100.0 47.5 48.0 53.3 37.6 68.4 8.6

（事業所規模）

　5,000人以上 100.0 61.5 49.9 33.6 46.9 40.5 34.9
　1,000 ～ 4,999人 100.0 78.8 69.6 65.3 73.1 63.2 18.2
　500 ～ 999人 100.0 74.3 64.3 64.1 75.1 54.9 11.7
　300 ～ 499人 100.0 72.0 70.9 57.8 74.4 55.5 15.3
　100 ～ 299人 100.0 69.0 59.1 54.6 73.0 55.4 9.8
　50 ～　99人 100.0 58.3 55.5 51.2 58.3 61.8 9.5
　30 ～　49人 100.0 56.2 52.3 57.1 36.7 68.3 5.0
　10 ～　29人 100.0 40.3 43.9 52.4 29.2 71.4 9.0

（産業）

農業，林業（林業に限る。) 100.0 66.1 67.9 67.4 22.2 73.4 2.4
鉱業，採石業，砂利採取業 100.0 68.0 60.1 61.0 31.6 74.2 5.9
建設業 100.0 76.5 52.5 53.2 39.1 60.9 3.8
製造業 100.0 58.4 45.6 60.5 41.2 63.8 8.5
電気・ガス・熱供給・水道業 100.0 75.8 68.0 50.5 54.8 60.4 20.2
情報通信業 100.0 41.9 21.1 37.5 56.7 47.8 6.0
運輸業，郵便業 100.0 45.1 71.1 46.9 42.3 69.5 6.5
卸売業，小売業 100.0 36.6 32.3 42.4 30.1 65.6 14.0
金融業，保険業 100.0 31.0 16.5 32.9 44.1 79.1 11.9
不動産業，物品賃貸業 100.0 56.1 40.7 48.5 31.9 76.7 7.1
学術研究，専門・技術サービス業 100.0 54.1 63.5 61.6 46.8 81.7 7.0
宿泊業，飲食サービス業 100.0 39.1 48.0 66.4 34.6 77.6 11.3
生活関連サービス業，娯楽業 100.0 34.7 33.6 52.0 27.7 80.8 6.4
教育，学習支援業 100.0 41.9 39.7 63.4 29.0 62.9 11.6
医療，福祉 100.0 31.2 76.2 60.7 42.0 77.1 1.6
複合サービス事業 100.0 42.7 47.0 43.8 39.4 57.5 16.9
サービス業（他に分類されないもの） 100.0 52.0 59.2 63.3 41.1 69.2 7.9

注：「リスクアセスメントを実施している事業所計」にはリスクに関する情報の入手方法不明が含まれる。

第２表　　リスクに関する情報の入手方法別事業所割合（複数回答）
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また、リスクに対する措置に関して、優先度を決めている事業所の割合は 64.9％となっており、 

その決定方法は、「リスクの見積もりでの点数あるいは区分に応じて決めている」（36.6％）が最も 

多く、次いで「実際に災害が発生したものから決めている」（30.8％）、「従業員の要望の多寡で決 

めている」（19.7％）となっている（第３表）。 

  

  

（単位：％）

リ

ス

ク

の

見

積

も

り

で

の

点

数

あ

る

い

は

区

分

に

応

じ

て

決

め

て

い

る

改

善

に

要

す

る

コ

ス

ト

か

ら

判

断

し

て

い

る

実

際

に

災

害

が

発

生

し

た

も

の

か

ら

決

め

て

い

る

従

業

員

の

要

望

の

多

寡

で

決

め

て

い

る

そ

の

他

平成23年 100.0 64.9 (100.0) (36 .6) (7 .3) (30 .8) (19 .7) (5 .6) 33.9

（事業所規模）

　5,000人以上 100.0 86.0 (100.0) (87.4) (2.4) (2.0) (2.4) (5.9) 14.0
　1,000 ～ 4,999人 100.0 90.4 (100.0) (75.3) (2.6) (14.0) (3.9) (4.2) 9.6
　500 ～ 999人 100.0 87.1 (100.0) (67.2) (2.2) (21.4) (5.2) (3.9) 12.9
　300 ～ 499人 100.0 85.7 (100.0) (60.9) (4.8) (23.7) (5.9) (4.8) 14.2
　100 ～ 299人 100.0 78.8 (100.0) (60.2) (5.1) (21.1) (7.5) (6.1) 21.0
　50 ～　99人 100.0 73.9 (100.0) (42.9) (8.6) (30.0) (12.6) (5.9) 26.0
　30 ～　49人 100.0 72.0 (100.0) (32.1) (11.5) (27.1) (24.5) (4.8) 27.8
　10 ～　29人 100.0 59.5 (100.0) (32.1) (6.2) (33.8) (22.2) (5.7) 38.9

（産業）

農業，林業（林業に限る。) 100.0 83.6 (100.0) (60.9) (8.8) (21.6) (8.8) (-) 16.4
鉱業，採石業，砂利採取業 100.0 73.3 (100.0) (43.5) (13.0) (12.9) (25.2) (5.4) 24.9
建設業 100.0 73.4 (100.0) (50.9) (1.3) (31.3) (13.5) (3.0) 26.6
製造業 100.0 70.7 (100.0) (45.6) (7.0) (22.7) (18.8) (5.8) 28.9
電気・ガス・熱供給・水道業 100.0 83.7 (100.0) (77.3) (0.4) (15.2) (0.9) (6.2) 15.9
情報通信業 100.0 56.2 (100.0) (24.3) (21.4) (25.2) (12.4) (16.6) 43.8
運輸業，郵便業 100.0 74.4 (100.0) (36.6) (7.4) (29.1) (23.3) (3.6) 25.4
卸売業，小売業 100.0 50.3 (100.0) (32.5) (12.5) (29.8) (17.2) (8.0) 45.5
金融業，保険業 100.0 51.0 (100.0) (36.0) (3.9) (13.9) (35.8) (10.2) 46.9
不動産業，物品賃貸業 100.0 65.5 (100.0) (20.9) (6.2) (36.7) (23.2) (13.0) 34.5
学術研究，専門・技術サービス業 100.0 71.4 (100.0) (53.0) (1.5) (21.9) (22.1) (1.4) 28.6
宿泊業，飲食サービス業 100.0 78.3 (100.0) (30.0) (6.5) (46.1) (12.3) (5.0) 21.6
生活関連サービス業，娯楽業 100.0 54.2 (100.0) (11.9) (10.4) (30.8) (33.0) (13.9) 45.8
教育，学習支援業 100.0 50.8 (100.0) (26.9) (13.1) (34.4) (12.7) (12.9) 49.2
医療，福祉 100.0 62.7 (100.0) (18.0) (6.6) (39.9) (34.7) (0.8) 37.3
複合サービス事業 100.0 71.4 (100.0) (41.6) (5.1) (37.3) (12.9) (3.2) 28.6
サービス業（他に分類されないもの） 100.0 71.4 (100.0) (40.9) (6.5) (27.5) (20.4) (4.6) 28.1

注：「リスクアセスメントを実施している事業所計」にはリスクに対する措置に関する優先度決定の有無不明が含まれる。

第３表　　リスクに対する措置に関する優先度決定の有無及び優先度の決定方法別事業所割合

区分

リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
を
実
施

し
て
い
る
事
業
所
計

優
先
度
を
決
め
て
い
る

優先度の決定方法

特

に

優

先

度

は

決

め

て

い

な

い
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さらに、リスクアセスメントの効果・評価の把握方法（複数回答）については、「日常的な安全衛

生活動の活性化」が 49.1％と最も多く、次いで「労働災害やヒヤリ・ハット体験の件数」（45.5％）、

「改善前後のリスクの比較」（38.3％）となっている（第４表）。 

  

  

（単位：％）

区分
リスクアセスメ
ントを実施して
いる事業所計

労働災害やヒ
ヤリ・ハット体

験の件数

改善前後のリ
スクの比較

従来の安全衛
生対策に関し
て費用対効果

の改善

日常的な安全
衛生活動の活

性化

事業所内の評
価委員会等で

の評価

外部機関等の
評価

その他

平成23年 100.0 45.5 38.3 8.0 49.1 15.1 6.9 10.4

（産業）

農業，林業（林業に限る。) 100.0 66.9 46.1 9.6 56.2 5.6 13.9 2.7
鉱業，採石業，砂利採取業 100.0 51.6 41.7 5.9 54.4 13.3 12.2 4.3
建設業 100.0 47.6 24.3 7.9 61.1 18.5 9.6 5.6
製造業 100.0 34.7 49.3 8.8 46.5 13.8 7.9 7.3
電気・ガス・熱供給・水道業 100.0 43.3 66.9 6.7 57.9 34.9 0.6 5.6
情報通信業 100.0 21.9 38.2 4.4 45.9 16.1 5.3 13.5
運輸業，郵便業 100.0 55.5 48.8 13.1 35.9 21.3 6.9 4.6
卸売業，小売業 100.0 41.2 39.3 5.3 40.4 11.0 2.9 16.7
金融業，保険業 100.0 9.7 17.0 0.8 52.2 18.8 3.8 24.8
不動産業，物品賃貸業 100.0 32.9 38.5 5.7 56.6 12.8 1.9 9.7
学術研究，専門・技術サービス業 100.0 50.9 43.5 8.1 53.9 11.3 10.6 9.6
宿泊業，飲食サービス業 100.0 59.0 37.7 13.5 49.3 12.9 14.0 10.6
生活関連サービス業，娯楽業 100.0 32.4 18.9 7.3 66.8 17.6 15.3 11.6
教育，学習支援業 100.0 27.6 32.0 19.8 57.7 14.8 3.6 20.8
医療，福祉 100.0 68.9 36.2 5.0 51.2 20.0 3.3 7.4
複合サービス事業 100.0 47.5 33.4 11.7 59.2 5.2 4.5 12.0
サービス業（他に分類されないもの） 100.0 54.0 43.1 7.5 59.0 13.4 5.1 8.3

注：「リスクアセスメントを実施している事業所計」にはリスクアセスメントの効果・評価の把握方法不明が含まれる。

第４表　　リスクアセスメントの効果・評価の把握方法別事業所割合（複数回答）
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(2)安全衛生委員会等での審議状況 

安全衛生委員会等（※３）を設置している事業所の割合は 60.6％となっており、審議事項につ 

いては、「リスクアセスメントの実施及び安全衛生管理計画の両方」が 51.2％、「リスクアセスメン 

トの実施のみ」が 16.3％となっている（第５表）。 

 

  

（単位：％）

リスクアセスメント

の実施及び安全衛

生管理計画の両方

を審議している

リスクアセスメント

の実施のみ審議し

ている

安全衛生管理計画

のみ審議している

どちらも審議してい

ない

平成23年 100.0 60.6 (100.0) (51.2) (16.3) (23.5) (9.0) 37.8

（事業所規模）

　5,000人以上 100.0 100.0 (100.0) (74.0) (6.7) (12.3) (7.1)          -
　1,000 ～ 4,999人 100.0 99.7 (100.0) (70.6) (8.3) (17.1) (4.1)          -
　500 ～ 999人 100.0 97.8 (100.0) (70.9) (11.4) (13.8) (3.9) 1.4
　300 ～ 499人 100.0 98.8 (100.0) (63.4) (13.0) (16.4) (7.2) 0.5
　100 ～ 299人 100.0 95.9 (100.0) (58.8) (14.6) (21.3) (5.3) 3.8
　50 ～　99人 100.0 86.2 (100.0) (53.1) (14.7) (22.7) (9.5) 13.3
　30 ～　49人 100.0 67.1 (100.0) (55.6) (16.6) (21.7) (6.1) 32.5
　10 ～　29人 100.0 49.5 (100.0) (46.7) (17.3) (25.3) (10.8) 48.3
（産業）

農業，林業（林業に限る。) 100.0 53.1 (100.0) (62.0) (23.7) (5.8) (8.6) 46.9
鉱業，採石業，砂利採取業 100.0 69.2 (100.0) (58.2) (18.7) (17.5) (5.7) 28.9
建設業 100.0 77.9 (100.0) (46.8) (11.1) (34.0) (8.1) 22.1
製造業 100.0 65.7 (100.0) (53.9) (14.2) (23.3) (8.6) 33.0
電気・ガス・熱供給・水道業 100.0 92.5 (100.0) (69.3) (4.4) (24.0) (2.3) 7.2
情報通信業 100.0 66.5 (100.0) (56.4) (16.3) (12.3) (14.9) 33.5
運輸業，郵便業 100.0 69.0 (100.0) (47.5) (31.6) (16.6) (4.2) 31.0
卸売業，小売業 100.0 46.9 (100.0) (53.3) (16.0) (26.6) (4.1) 48.8
金融業，保険業 100.0 60.6 (100.0) (54.1) (8.4) (25.5) (12.0) 37.4
不動産業，物品賃貸業 100.0 57.3 (100.0) (58.3) (10.8) (20.9) (10.0) 42.7
学術研究，専門・技術サービス業 100.0 57.8 (100.0) (54.9) (10.7) (29.0) (5.4) 42.2
宿泊業，飲食サービス業 100.0 49.2 (100.0) (52.1) (11.9) (19.0) (17.0) 50.2
生活関連サービス業，娯楽業 100.0 47.7 (100.0) (43.0) (18.4) (16.7) (21.9) 52.3
教育，学習支援業 100.0 46.0 (100.0) (41.9) (13.7) (25.6) (18.8) 50.5
医療，福祉 100.0 65.2 (100.0) (45.8) (24.2) (17.7) (12.3) 32.9
複合サービス事業 100.0 59.6 (100.0) (65.7) (4.5) (13.2) (16.6) 40.4
サービス業（他に分類されないもの） 100.0 70.7 (100.0) (57.4) (14.7) (20.4) (7.5) 29.1

注：「リスクアセスメントを実施している事業所計」には安全衛生委員会等の設置の有無不明が含まれる。

第５表　　安全衛生委員会等の設置の有無及びリスクアセスメントの実施又は安全衛生計画に関する審議の有無別事業所割合

区分

リスクアセ
スメントを実
施している
事業所計

安全衛生委員会等を
設置している

審議事項

安全衛生委員
会等を設置して

いない
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２ 長時間労働者への医師による面接指導等に関する事項 

 (1)時間外・休日労働の状況 

過去１か月間（平成 23 年 10 月１日から同年 10 月 31 日までの期間。以下同じ。）における時間 

外・休日労働（※４）（複数回答）について、「１か月あたり 100 時間を超える労働者がいた」事業所

の割合は 7.6％［22 年調査 6.0％］、「1 か月あたり 80 時間を超え、100 時間以下の労働者がいた」

事業所の割合は 9.8％［同調査10.0％］、「１か月あたり 45 時間を超え、80時間以下の労働者がい

た」事業所の割合は 28.4％［同調査 28.2％］となっている（第６表）。 

 
 

（単位：％）

区分 事業所計
１か月あたり100時
間を超える労働者

がいた

１か月あたり80時
間を超え、100時
間以下の労働者

がいた

１か月あたり45時
間を超え、80時間
以下の労働者が

いた

平成23年 100.0 7.6 9.8 28.4

（事業所規模）

　5,000人以上 100.0 47.7 58.5 92.4
　1,000 ～ 4,999人 100.0 44.3 61.7 90.9
　500 ～ 999人 100.0 26.7 40.4 80.0
　300 ～ 499人 100.0 15.1 31.5 72.0
　100 ～ 299人 100.0 12.4 21.8 55.2
　50 ～　99人 100.0 8.6 15.1 42.1
　30 ～　49人 100.0 7.0 10.9 33.2
　10 ～　29人 100.0 7.0 7.6 23.1

（産業）

農業，林業（林業に限る。) 100.0 5.8 4.8 12.3
鉱業，採石業，砂利採取業 100.0 3.5 3.2 21.6
建設業 100.0 4.8 10.6 36.0
製造業 100.0 5.9 9.7 32.2
電気・ガス・熱供給・水道業 100.0 2.6 6.4 38.6
情報通信業 100.0 13.2 24.5 60.4
運輸業，郵便業 100.0 13.3 27.0 52.0
卸売業，小売業 100.0 7.7 7.8 25.7
金融業，保険業 100.0 1.5 3.7 15.4
不動産業，物品賃貸業 100.0 7.7 7.4 27.8
学術研究，専門・技術サービス業 100.0 13.2 18.8 45.5
宿泊業，飲食サービス業 100.0 13.0 10.3 25.5
生活関連サービス業，娯楽業 100.0 8.0 6.9 25.2
教育，学習支援業 100.0 3.4 5.7 14.9
医療，福祉 100.0 4.3 3.5 9.9
複合サービス事業 100.0 2.6 2.4 16.8
サービス業（他に分類されないもの） 100.0 5.4 9.8 29.3

[平成22年] 100.0 6.0 10.0 28.2

第６表　　過去１か月間における時間外・休日労働の状況別事業所割合（複数回答）
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(2)長時間労働者への医師による面接指導等の実施状況 

過去６か月間（平成 23 年５月 1 日から同年 10 月 31 日までの期間。以下同じ。）に、長時間に

わたる時間外・休日労働者など健康への配慮が必要な者に対して医師による面接指導等（※５）

を実施した事業所の割合は 14.0％［22 年調査 7.4％］となっており、その実施の基準（複数回答）

は、「特段の基準はないが、その他必要に応じて適宜面接指導等を実施した」が 42.0％［同調査

40.8％］と最も多くなっている（第７表）。 

 

  

（単位：％）

時

間

外

・

休

日

労

働

が

１

か

月

当

た

り

1

0

0

時

間

を

超

え

、
申

し

出

を

行

っ
た

労

働

者

に

対

し

て

医

師

に

よ

る

面

接

指

導

等

を

実

施

し

た 時

間

外

・

休

日

労

働

が

１

か

月

当

た

り

8

0

時

間

を

超

え

、
1

0

0

時

間

以

下

で

、
申

し

出

を

行

っ
た

労

働

者

に

対

し

て

医

師

に

よ

る

面

接

指

導

等

を

実

施

し

た

時

間

外

・

休

日

労

働

が

１

か

月

当

た

り

4

5

時

間

を

超

え

、
8

0

時

間

以

下

で

、
必

要

と

認

め

た

労

働

者

に

対

し

て

医

師

に

よ

る

面

接

指

導

等

を

実

施

し

た

平成23年 100.0 14.0 (100.0) (10.7) (13.1) (10.1) (37.2) (42.0) 85.6

（事業所規模）

　5,000人以上 100.0 74.9 (100.0) (66.0) (58.7) (60.6) (52.6) (4.1) 25.1
　1,000 ～ 4,999人 100.0 77.4 (100.0) (45.4) (51.6) (37.0) (60.8) (8.4) 22.6
　500 ～ 999人 100.0 61.7 (100.0) (42.9) (48.3) (36.3) (44.2) (12.6) 38.0
　300 ～ 499人 100.0 47.2 (100.0) (32.6) (40.8) (25.6) (45.3) (21.1) 52.8
　100 ～ 299人 100.0 33.7 (100.0) (20.9) (27.2) (22.4) (42.9) (29.1) 65.9
　50 ～　99人 100.0 23.4 (100.0) (12.2) (17.9) (12.2) (33.4) (43.1) 76.4
　30 ～　49人 100.0 15.7 (100.0) (12.5) (13.5) (6.7) (18.3) (55.2) 83.8
　10 ～　29人 100.0 10.4 (100.0) (4.9) (5.6) (6.0) (41.7) (42.8) 89.2

（産業）

農業，林業（林業に限る。) 100.0 9.0 (100.0) * (-) (-) (-)   (20.9)  *   (79.1)  * 91.0
鉱業，採石業，砂利採取業 100.0 18.2 (100.0) (3.0) (1.3) (1.9) (21.2) (70.0) 81.8
建設業 100.0 19.2 (100.0) (7.0) (14.4) (3.6) (48.5) (41.8) 80.4
製造業 100.0 17.5 (100.0) (10.8) (15.3) (13.4) (42.3) (41.8) 81.9
電気・ガス・熱供給・水道業 100.0 41.6 (100.0) (27.0) (38.6) (50.8) (41.0) (9.5) 58.1
情報通信業 100.0 28.9 (100.0) (22.3) (23.6) (20.3) (50.2) (26.8) 70.7
運輸業，郵便業 100.0 22.6 (100.0) (6.1) (21.2) (6.8) (13.0) (61.4) 77.4
卸売業，小売業 100.0 13.3 (100.0) (9.2) (3.8) (8.1) (38.0) (33.4) 85.7
金融業，保険業 100.0 16.1 (100.0) (13.1) (12.5) (13.1) (43.7) (32.5) 82.5
不動産業，物品賃貸業 100.0 14.0 (100.0) (11.1) (17.9) (2.9) (17.1) (61.6) 85.6
学術研究，専門・技術サービス業 100.0 12.8 (100.0) (29.8) (23.1) (16.9) (24.7) (46.8) 87.2
宿泊業，飲食サービス業 100.0 6.7 (100.0) (22.0) (23.3) (19.5) (39.0) (31.8) 93.3
生活関連サービス業，娯楽業 100.0 7.6 (100.0) (5.8) (5.9) (5.1) (64.9) (29.7) 92.1
教育，学習支援業 100.0 10.3 (100.0) (8.3) (4.1) (2.9) (22.2) (62.8) 89.7
医療，福祉 100.0 7.5 (100.0) (2.3) (12.0) (0.7) (21.9) (66.9) 92.5
複合サービス事業 100.0 14.2 (100.0) (1.8) (1.1) (1.6) (38.8) (57.7) 85.7
サービス業（他に分類されないもの） 100.0 14.7 (100.0) (11.4) (13.6) (16.4) (35.4) (45.1) 85.2

[平成22年] 100.0 7.4 (100.0) (17.1) (20.5) (28.3) (22.9) (40.8) 92.3
注：「事業所計」には面接指導等の有無不明が含まれる。

第７表　　過去６か月間における長時間労働者に対する医師による面接指導等の有無及び実施内容

区分 事業所計

面
接
指
導
を
実
施
し
た

実施の基準（複数回答）

面

接

指

導

を

実

施

し

て

い

な

い

事

業

所

で

独

自

の

基

準

を

定

め

、

基

準

に

該

当

す

る

労

働

者

に

対

し

て

医

師

に

よ

る

面

接

指

導

等

を

実

施

し

た

特

段

の

基

準

は

な

い

が

、
そ

の

他

必

要

に

応

じ

て

適

宜

面

接

指

導

等

を

実

施

し

た
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また、医師による面接指導等を実施した事業所について、その実施者又は実施機関（複数回

答）をみると、「産業医（※６）」が 50.0％と最も多くなっている（第８表）。 

 

  

区分

平成23年 100.0 50.0 6.3 1.7 4.3 46.5 2.9

（事業所規模）

　5,000人以上 100.0 100.0 23.7        -        - 2.5 3.6
　1,000 ～ 4,999人 100.0 97.1 24.8 4.1 0.6 2.4 0.8
　500 ～ 999人 100.0 92.7 21.7 6.8 0.5 5.3 2.9
　300 ～ 499人 100.0 91.9 12.0 6.2 2.8 2.9 3.8
　100 ～ 299人 100.0 92.2 13.8 5.2 0.3 9.9 2.5
　50 ～　99人 100.0 80.2 7.6 2.7 1.9 20.1 3.1
　30 ～　49人 100.0 42.3 3.8 2.2 6.8 48.7 4.0
　10 ～　29人 100.0 30.4 4.1 0.1 5.3 65.4 2.7

（産業）

農業，林業（林業に限る。) 100.0 * 16.2 *        -        - 20.9 * 62.8 * 4.7 *
鉱業，採石業，砂利採取業 100.0 22.3 1.3        - 8.7 63.9        -
建設業 100.0 38.4 2.3 1.5 7.5 62.3 0.2
製造業 100.0 53.2 5.4 2.1 4.1 40.0 4.8
電気・ガス・熱供給・水道業 100.0 88.5 28.2 2.0 1.3 3.8 3.4
情報通信業 100.0 81.8 11.3 6.8 0.1 13.8 0.8
運輸業，郵便業 100.0 62.9 5.6 1.3 0.3 42.0 1.1
卸売業，小売業 100.0 40.4 3.2 0.3 5.3 58.3 0.4
金融業，保険業 100.0 52.7 23.9 1.5 0.5 39.0 0.8
不動産業，物品賃貸業 100.0 29.3 2.7 2.0        - 68.9 1.9
学術研究，専門・技術サービス業 100.0 64.4 8.1 1.6 15.5 20.6 9.9
宿泊業，飲食サービス業 100.0 42.5 0.4 0.4 2.2 64.7 4.7
生活関連サービス業，娯楽業 100.0 46.4 12.3 0.7 2.1 60.7 4.8
教育，学習支援業 100.0 24.1 2.7 2.9        - 53.5 24.2
医療，福祉 100.0 60.9 14.3 2.6 9.2 14.9 6.5
複合サービス事業 100.0 36.6 12.3        -        - 58.9 2.5
サービス業（他に分類されないもの） 100.0 64.2 9.7 3.8 6.0 28.3 4.0

面接指導
等を実施し
た事業所

計

衛生管理
者（※７）
等事業所
内のその
他の者

事業所内
の保健師
又は看護

師

第８表　　医師による面接指導等の実施者又は実施機関

産業医
地域産業
保健セン

ター（※８）

健康診断
機関（※

９）

その他の
機関

（単位：％）

面接指導等の実施者又は実施機関（複数回答）
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(3)医師による面接指導等の事後措置の実施状況 

医師による面接指導等を実施した事業所のうち、その結果を踏まえて事後措置を講じた事業所 

の割合は 60.1％［22 年調査 87.2％］となっており、その措置の内容（複数回答）は「時間外労働の 

制限」が 49.4％と最も多くなっている（第９表）。 

 

 

(4)医師による面接指導等を実施しなかった主な理由 

面接指導等を実施しなかった主な理由をみると、「面接指導の対象者がいなかった」が 71.9％と

最も多く、次いで「労働者からの申し出がなかった」が 13.0％となっている（第１０表）。 

   

 

  

（単位：％）

平成23年 100.0 60.1 (100.0) (49.4) (5.0) (17.0) (8.3) (47.6) 37.2

（事業所規模）

　5,000人以上 100.0 95.6 (100.0) (92.6) (15.8) (44.9) (31.3) (14.2) 4.4
　1,000 ～ 4,999人 100.0 80.8 (100.0) (72.0) (4.4) (23.5) (18.1) (41.7) 18.9
　500 ～ 999人 100.0 87.3 (100.0) (68.0) (8.3) (23.3) (10.6) (39.3) 12.5
　300 ～ 499人 100.0 83.0 (100.0) (65.2) (10.5) (21.4) (10.8) (34.1) 16.1
　100 ～ 299人 100.0 74.7 (100.0) (59.1) (7.6) (17.4) (8.8) (41.4) 23.9
　50 ～　99人 100.0 72.3 (100.0) (45.0) (7.6) (11.6) (9.3) (50.0) 26.2
　30 ～　49人 100.0 68.5 (100.0) (33.8) (3.8) (8.5) (5.0) (62.6) 30.0
　10 ～　29人 100.0 48.7 (100.0) (51.9) (2.9) (21.9) (8.6) (44.1) 47.5

[平成22年] 100.0 87.2 (・・・) (・・・) (・・・) (・・・) (・・・) (・・・) 12.6
注１）「面接指導等を実施した事業所計」には事後措置の有無不明が含まれる。

   ２）「平成22年調査の「医師による面接指導等の事後措置を講じた」における「措置の内容」は、回答選択肢が異なるため記載しない。

就業場所の

変更

措置を講じな
かった

第９表　　医師による面接指導等の事後措置の有無及び事後措置の内容別事業所割合

区分

面接指導
等を実施し
た事業所

計

措置を講じた

措置の内容（複数回答）

仕事内容の

変更（作業の

転換）

深夜業の回

数の減少
その他

時間外労働

の制限

（単位：％）

平成23年 100.0 71.9 13.0 0.9 0.5 0.9 12.7 0 .1

（事業所規模計）

　5,000人以上 100.0 * 78.8 * 8.8 * 5.5 *        -        - 6.9 *        -
　1,000 ～ 4,999人 100.0 52.1 33.5 3.3        -        - 11.1        -
　500 ～ 999人 100.0 66.1 27.7        - 0.6        - 5.6        -
　300 ～ 499人 100.0 69.6 23.1 0.0 0.3 0.2 6.8        -
　100 ～ 299人 100.0 67.2 23.8 1.1 0.5 0.0 7.1 0.2
　50 ～　99人 100.0 75.2 16.3 0.8 0.6 0.2 6.4 0.5
　30 ～　49人 100.0 73.2 16.1 1.1 0.8 0.7 8.0 0.0
　10 ～　29人 100.0 71.6 11.5 0.8 0.5 1.1 14.6 0.0

不明

第１０表　　医師による面接指導等を実施しなかった主な理由別事業所割合

区分

面接指導等
を実施して
いない事業

所計

実施していない主な理由

面接指導
の対象者

がいなかっ
た

労働者か
らの申し出
がなかっ

た

医師の確
保が難し
かった

面接時間
を与えられ
なかった

経費がか
かりすぎる

その他
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３ メンタルヘルスケア（※10）に関する事項 

(1)メンタルヘルス不調により休業・退職した労働者の状況 

過去１年間（平成 22 年 11 月 1 日から平成 23 年 10 月 31 日までの期間。以下同じ。）にメンタ

ルヘルス不調により連続１か月以上休業又は退職した労働者（※11）がいる事業所の割合は

9.0％［22 年調査 7.3％］となっている。そのうち、職場復帰した労働者がいる事業所の割合は

53.8％となっている。（第１１表） 

 

 

 過去１年間にメンタルヘルス不調により連続１か月以上休業又は退職した労働者について、前年 

と比較した増減状況をみると、「ほぼ同じ」とする事業所の割合が 64.4％、「減少」が 4.6％、「増加」 

が 3.2％となっており、事業所規模が大きくなるほど「増加」が概ね高くなっている（第１２表）。 

 

平成23年 100.0  9.0 (100.0) 6.1  1.6  0.5  0.3  0.1  0.3  0.1  0.0 (53.8)  (35.4)  (2.0) (2.3) (10.1) (3.0) (1.0) (45.4) 90.7

（事業所規模）

　5,000人以上 100.0 95.5 (100.0) 3.5 -  1.7 -  5.4  3.6  24.7 56.6 (96.4) (-)  (20.6) (28.1) (37.3) (10.4) (-) (1.4) 2.2
　1,000 ～ 4,999人 100.0 91.1 (100.0) 4.3 3.3  6.1 5.7  4.2  19.0  39.7 8.8 (92.6)  (6.4)  (4.9) (19.0) (36.8) (20.3) (5.2) (7.0) 8.6
　500 ～ 999人 100.0 84.0 (100.0) 11.6 14.1  12.9 8.5  8.9  17.8  9.9 0.4 (82.5)  (14.4)  (3.6) (12.7) (31.2) (17.6) (2.9) (17.3) 15.6
　300 ～ 499人 100.0 68.2 (100.0) 19.1 17.0  13.0 9.2  4.1  4.5  1.3 0.0 (73.1)  (23.2)  (2.9) (7.2) (26.5) (12.0) (1.3) (26.4) 31.7
　100 ～ 299人 100.0 40.9 (100.0) 20.3 11.1  4.1 2.7  1.0  1.0  0.6 0.1 (64.8)  (31.2)  (5.2) (3.8) (18.5) (4.9) (1.3) (34.7) 58.8
　50 ～　99人 100.0 17.7 (100.0) 12.2 4.2  1.1 0.2  0.0  0.0  -  0.0 (60.8)  (42.6)  (2.3) (2.2) (10.1) (1.7) (2.1) (38.2) 82.2
　30 ～　49人 100.0  8.6 (100.0) 6.8 1.7  0.1 0.0  -  -  -  0.1 (34.0)  (30.1)  (-) (-) (2.5) (0.7) (0.7) (65.0) 91.1
　10 ～　29人 100.0  4.7 (100.0) 4.1 0.5  0.1 -  -  0.1  -  - (44.3)  (41.1)  (0.3) (-) (2.9) (-) (-) (54.9) 95.0

（産業）

農業，林業(林業に限る。) 100.0 3.0 (100.0) * 1.1 1.5  0.4 -  -  -  -  - (14.1) * (14.1) * (-) (-) (-) (-) (-) (85.9) * 97.0
鉱業，採石業，砂利採取業 100.0 5.7 (100.0) 5.0 0.6  0.1 -  -  -  -  - (73.9) (67.9)  (-) (-) (6.0) (-) (-) (26.1) 94.3
建設業 100.0 5.4 (100.0) 4.4 0.5  0.3 0.1  0.1  0.0  0.0 0.0 (85.9) (71.6)  (1.9) (2.8) (7.8) (1.6) (0.0) (11.4) 94.6
製造業 100.0 10.7 (100.0) 6.3 2.0  0.9 0.5  0.3  0.4  0.3 0.1 (63.0) (36.1)  (2.0) (5.3) (13.6) (5.5) (0.4) (34.8) 89.3
電気・ガス・熱供給・水道業 100.0 28.0 (100.0) 14.3 6.6  2.9 1.0  1.1  1.3  0.8 0.2 (66.5) (31.3)  (0.2) (2.2) (26.9) (3.5) (2.4) (31.1) 69.8
情報通信業 100.0 25.4 (100.0) 10.5 4.4  2.2 2.2  0.8  3.7  1.5 0.2 (84.0) (34.9)  (12.0) (4.6) (27.3) (2.8) (2.3) (15.9) 74.6
運輸業，郵便業 100.0 15.5 (100.0) 12.9 2.0  0.3 0.1  0.0  0.1  0.0 0.0 (46.0) (32.3)  (0.1) (0.5) (8.1) (1.5) (3.4) (53.7) 84.4
卸売業，小売業 100.0 5.3 (100.0) 4.0 0.8  0.2 0.1  0.0  0.1  0.1 0.0 (39.9) (27.3)  (3.2) (1.4) (6.2) (1.0) (0.9) (60.0) 94.7
金融業，保険業 100.0 14.1 (100.0) 9.4 2.8  0.6 0.4  0.1  0.2  0.2 0.4 (60.9) (43.3)  (0.1) (1.0) (8.1) (7.1) (1.2) (38.2) 84.3
不動産業，物品賃貸業 100.0 5.4 (100.0) 4.8 0.1  0.2 0.1  0.0  0.1  0.1 - (59.0) (50.8)  (0.9) (1.0) (1.8) (4.6) (-) (41.0) 94.6
学術研究，専門・技術サービス業 100.0 10.5 (100.0) 5.9 2.2  0.9 0.4  0.3  0.5  0.2 0.1 (60.0) (35.3)  (1.0) (3.7) (13.6) (5.7) (0.7) (40.0) 89.5
宿泊業，飲食サービス業 100.0 6.2 (100.0) 4.0 2.0  0.0 0.0  0.0  0.0  0.0 - (34.0) (27.7)  (0.0) (0.5) (5.3) (0.2) (0.2) (66.0) 92.5
生活関連サービス業，娯楽業 100.0 4.4 (100.0) 4.0 0.2  0.1 0.0  0.0  0.0  0.0 - (54.2) (45.6)  (0.2) (0.3) (4.8) (3.2) (0.2) (42.9) 95.6
教育，学習支援業 100.0 8.6 (100.0) 6.0 1.7  0.3 0.2  0.1  0.2  0.1 0.0 (41.0) (28.2)  (1.0) (1.6) (6.9) (3.1) (0.2) (57.5) 91.4
医療，福祉 100.0 14.6 (100.0) 9.1 3.3  1.5 0.2  0.2  0.2  0.1 - (44.0) (29.1)  (1.3) (1.5) (8.5) (3.3) (0.3) (55.8) 85.4
複合サービス事業 100.0 13.4 (100.0) 8.0 4.4  0.2 0.5  0.0  0.3  0.0 - (51.6) (35.7)  (0.1) (1.9) (10.0) (0.6) (3.3) (48.4) 86.4
サービス業（他に分類されないもの） 100.0 11.0 (100.0) 7.5 1.6  0.6 0.1  0.1  0.8  0.1 0.0 (61.2) (44.8)  (0.5) (2.2) (11.2) (2.1) (0.4) (38.7) 89.0

[平成22年] 100.0 7.3 (・・・) ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ (・・・) (・・・) (・・・) (・・・) (・・・) (・・・) (・・・) (・・・) 90.1
注１）「事業所計」には、メンタルヘルス上の理由により連続１か月以上休業または退職した労働者の有無不明が含まれる。
　 ２）「メンタルヘルス上の理由により連続１か月以上休業または退職した労働者がいる」には該当者の人数不明が含まれる。
　 ３）「職場復帰した労働者がいる」には該当者の人数不明が含まれる。
　 ４）「メンタルヘルス上の理由により連続１か月以上休業または退職した労働者」の人数及び「職場復帰した労働者」は、平成22年調査では調査していない。

３

０

人

以

上

第11表　　メンタルヘルス不調により休業・退職した労働者、職場復帰労働者の事業所割合

（単位：％）
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０
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働
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が

い
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職

場
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帰
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労

働
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が

い

な

い

１
０
割

９
割
台

７
～

８
割
台

４
～

６
割
台

２
～

３
割
台

１
割
台

復帰した労働者の割合

平成23年 100.0  3 .2  64.4  4 .6  27.4  

（事業所規模）

　5,000人以上 100.0 25.9 55.8 11.8 6.5
　1,000 ～ 4,999人 100.0 26.1  53.7  16.9  3.1  
　500 ～ 999人 100.0 20.1  56.4  17.4  5.7  
　300 ～ 499人 100.0 19.3  58.6  14.8  7.2  
　100 ～ 299人 100.0 10.2  61.1  14.9  13.4  
　50 ～　99人 100.0 5.3  65.2  7.1  22.3  
　30 ～　49人 100.0  3.9  64.8  3.5  27.4  
　10 ～　29人 100.0  2.0  64.5  3.7  29.3  

注：「事業所計」にはメンタルヘルス不調により休業･退職した労働者の増減

   状況不明が含まれる。

  第１２表　メンタルヘルス不調により休業・退職した労働者の増減
             状況別事業所割合

（単位：％）

区　　分

事

業

所

計

増減状況

増
加

ほ

ぼ

同

じ

減

少

わ

か

ら

な

い
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(2)メンタルヘルス不調者の状況 

過去１年間にメンタルヘルス不調を抱えた労働者がいる事業所の割合は 13.9％となっており、 

メンタルヘルス不調者について前年と比較した増減状況をみると、「ほぼ同じ」とする事業所の割 

合が 63.0％、「減少」が 4.5％、「増加」が 3.5％となっており、事業所規模が大きくなるほど「増加」 

が高くなっている（第１３表）。 

 

 

また、メンタルヘルス不調を抱えた労働者（※12）を把握している事業所の割合は 61.8％、その 

把握方法（複数回答）は、「上司又は同僚労働者等の情報」（63.7％）が最も多く、次いで「定期健

康診断の際の問診等」（26.2％）となっており、これら情報の把握に当たって労働者の同意につい

ては、88.2％の事業所が「同意を得ている」となっている（第１４表）。  

 

平成23年 100.0  13.9 8 .8  2 .3  1 .2  0 .6  0 .2  0 .5  0 .2  0 .1 85.9 3 .5 63.0 4 .5 28.6

（事業所規模）

　5,000人以上 100.0 95.5 -  -  1.4  -  1.4  9.4  15.2  68.2 2.2 41.5 45.8 6.9 5.8
　1,000 ～ 4,999人 100.0 93.0 3.5  1.7  2.5  3.9  2.4  14.6  35.7  28.6 6.8 31.9 48.5 13.3 5.8
　500 ～ 999人 100.0 86.9 7.1  8.8  9.4  7.4  7.8  20.7  22.5  3.1 12.8 21.8 57.7 12.6 7.5
　300 ～ 499人 100.0 78.5 15.0  16.8  13.8  10.6  6.5  10.2  5.0  0.5 21.4 20.0 56.7 12.8 10.3
　100 ～ 299人 100.0 49.2 19.0  12.6  5.8  4.4  1.9  3.7  1.6  0.1 50.5 11.7 60.0 12.9 15.1
　50 ～　99人 100.0 25.4 15.0  6.6  1.9  0.7  0.4  0.7  0.0  0.1 74.6 6.9 62.1 7.8 23.1
　30 ～　49人 100.0  12.2 8.4  2.6  0.4  0.5  -  0.1  -  0.1 87.5 4.3 65.1 3.1 27.0
　10 ～　29人 100.0  9.2 7.3  0.8  0.8  0.2  -  0.1  0.0  - 90.5 2.1 63.0 3.6 30.8

注：「事業所計」にはメンタルヘルス不調者の増減状況不明が含まれる。

第１３表　　メンタルヘルス不調者の有無及び増減状況別事業所割合

（単位：％）

区　　分

事

業

所

計

メ

ン

タ

ル

ヘ

ル

ス

不

調

者

あ

り

メ

ン

タ

ル

ヘ

ル

ス

不

調

者

な

し

増減状況

１
人

２
人

増
加

ほ

ぼ

同

じ

減

少

わ

か

ら

な

い

３
人

４
人

５
人

６
～

９
人

１
０
～

２
９
人

３
０
人
以
上

平成23年 100.0  61.8 (100.0) (26 .2)  (7 .1)  (11 .5)  (18 .2)  (63 .7)  (16 .6)  (18 .5) 34.4 22.8 (100.0) (88.2)  (2.0)  (9.7)

（事業所規模）

　5,000人以上 100.0 97.8 (100.0) (43.1)  (72.8)  (43.6)  (72.8)  (87.9)  (47.6)  (21.8) 2.2 72.8 (100.0) (98.1)  (-)  (1.9)
　1,000 ～ 4,999人 100.0 97.4 (100.0) (36.9)  (47.0)  (38.4)  (59.6)  (76.1)  (30.1)  (21.7) 1.9 68.6 (100.0) (96.6)  (1.1)  (2.3)
　500 ～ 999人 100.0 96.2 (100.0) (20.7)  (31.2)  (31.6)  (38.5)  (72.3)  (23.9)  (18.3) 2.4 52.9 (100.0) (95.5)  (1.2)  (3.3)
　300 ～ 499人 100.0 94.2 (100.0) (15.2)  (21.7)  (26.8)  (34.8)  (73.9)  (22.8)  (12.1) 5.5 42.4 (100.0) (97.3)  (1.2)  (1.5)
　100 ～ 299人 100.0 87.3 (100.0) (19.1)  (14.9)  (19.1)  (27.2)  (68.1)  (25.7)  (14.5) 10.3 35.3 (100.0) (88.5)  (4.8)  (6.7)
　50 ～　99人 100.0 73.8 (100.0) (26.0)  (10.5)  (15.7)  (18.2)  (70.2)  (24.3)  (16.3) 23.6 30.3 (100.0) (88.0)  (2.2)  (9.8)
　30 ～　49人 100.0  64.4 (100.0) (28.7)  (6.0)  (13.9)  (17.6)  (59.2)  (17.5)  (16.9) 32.4 25.3 (100.0) (86.4)  (2.3)  (11.4)
　10 ～　29人 100.0  57.5 (100.0) (26.6)  (5.4)  (9.0)  (16.8)  (62.9)  (13.9)  (19.7) 38.3 20.1 (100.0) (88.4)  (1.6)  (10.0)

注：「事業所計」にはメンタルヘルス不調を抱えた労働者の把握の有無不明が含まれる。
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ら
な
い

第１４表　　メンタルヘルス不調を抱えた労働者の把握状況及び労働者の同意の有無別事業所割合

（単位：％）

区　　分

事
業
所
計

把
握
し
て
い
る

把握方法（複数回答）
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い
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等
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a
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師
に
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る
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接
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等
の
実
施

(

b

)

医
療
機
関
等
で
の
相
談
・
受
診
等
の
情
報

(

c

)

相
談
窓
口
の
設
置

上
司
又
は
同
僚
労
働
者
等
の
情
報

休
業
者
に
対
す
る
調
査

そ
の
他

定
期
健
康
診
断
の
際
の
問
診
等

(

a

)

又

は
医
師
に
よ
る
面
接
指
導
等
の
実
施

(
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又
は
医
療
機
関
等
で
の
相
談
・
受

診
等
の
情
報

(

c

)

に
よ
り
把
握
し
た
事

業
所

同意の有無
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さらに、メンタルヘルス不調のある人のいる事業所（表注）が考えているメンタルヘルス不調をき

たした理由（複数回答）をみると、「本人の性格の問題」（64.0％）が最も多く、次いで「家庭の問題」

（35.2％）、「上司・部下のコミュニケーション不足」（30.6％）となっている（第１５表）。 

 

 

(3)メンタルヘルスケアの取組状況 

メンタルヘルスケアに取り組んでいる事業所の割合は 43.6％［19 年調査 33.6％］となっており、 

事業所規模が大きくなるほど高く、300 人以上の規模で 90％を超えており、その取組内容（複数 

回答）は、「労働者への教育研修・情報提供」が 43.8％と最も多く、次いで「管理監督者への教育 

研修・情報提供」（42.8％）、「社内のメンタルヘルスケア専用窓口の設置」（37.0％）となっている 

（第１６表）。 

 

平成23年 100.0  64.0  35.2  29.7  7 .9  1 .2 16.7 19.9 30.6 9 .0 5 .8 0 .8 11.9  15.6

（事業所規模）

　5,000人以上 100.0 91.4 84.8 92.6 55.9 18.1 77.8 68.6 74.9 38.6 51.2 2.2 9.0  8.0
　1,000 ～ 4,999人 100.0 79.8  68.0  71.0  32.4  5.1 54.9 48.3 61.2 24.0 20.4 5.9 15.1  10.3
　500 ～ 999人 100.0 75.4  56.1  53.0  14.7  1.6 39.1 39.3 48.1 14.3 10.5 0.8 9.3  11.6
　300 ～ 499人 100.0 70.7  53.1  43.4  12.4  1.6 30.0 27.0 39.9 8.6 8.5 0.7 11.0  16.7
　100 ～ 299人 100.0 66.5  45.4  35.0  7.5  1.3 24.6 24.5 33.6 6.7 8.2 0.9 12.5  18.9
　50 ～　99人 100.0 66.9  42.4  28.4  5.2  0.6 19.5 22.8 27.2 8.3 7.0 0.7 12.2  11.3
　30 ～　49人 100.0  78.6  39.0  24.0  3.1  0.6 18.3 23.0 32.2 15.0 7.4 - 5.0  11.2
　10 ～　29人 100.0  56.8  24.9  26.7  9.1  1.4 9.4 14.3 28.0 8.1 3.5 0.9 13.5  17.3

注）：「メンタルヘルス不調のある人のいる事業所計」は、第１１表で「メンタルヘルス上の理由により連続１か月以上休業または退職した労働者がいる」とした事業所又は第１３表で「メンタルヘルス

　　 不調者あり」とした事業所の計である。
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第１５表　　メンタルヘルス不調の理由別事業所割合
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る
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る
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業

所

計
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人

の
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格

の

問

題

家
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の

問

題

仕

事
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負

荷

の

増

加
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時

間

労

働

年

休

取

得

の

難

し

さ

そ

の

他

メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
ケ
ア
に
つ
い

て

、
安
全
衛
生
委
員
会
等
で
の
調

査
審
議

メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
ケ
ア
に
関
す
る

計
画
の
策
定
と
実
施

メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
ケ
ア
の
実
務
を

行
う
担
当
者
の
選
任

労
働
者
へ
の
教
育
研
修
・
情
報
提

供 管
理
監
督
者
へ
の
教
育
研
修
・
情

報
提
供

事
業
所
内
の
産
業
保
健
ス
タ

ッ
フ

へ
の
教
育
・
情
報
提
供

職
場
環
境
等
の
評
価
及
び
改
善

社
内
の
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
ケ
ア
専

用
窓
口
の
設
置

社
外
の
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
ケ
ア
専

用
窓
口
の
設
置

労
働
者
の
ス
ト
レ
ス
状
況
な
ど
に

つ
い
て
調
査
票
を
用
い
て
調
査

職
場
復
帰
に
お
け
る
支
援

（
職
場

復
帰
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム

（
※

1
3

）
）
の
策
定
を
含
む

）

地
域
産
業
保
健
セ
ン
タ
ー

を
活
用

し
た
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
ケ
ア
の
実

施 都
道
府
県
産
業
保
健
推
進
セ
ン

タ
ー

（
※
1
4

）
を
活
用
し
た
メ

ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
ケ
ア
の
実
施

医
療
機
関
を
活
用
し
た
メ
ン
タ
ル

ヘ
ル
ス
ケ
ア
の
実
施

他
の
外
部
機
関

（
※
1
5

）
を
活

用
し
た
メ
ン
タ
ル
へ
ル
ス
ケ
ア
の

実
施

そ
の
他

平成23年 100.0  43.6 (100.0) (23 .7) (12 .2) (18 .5) (43 .8) (42 .8) (11 .3) (20 .8) (37 .0) (26 .4) (15 .6) (16 .2) (4 .1) (1 .3) (8 .8) (7 .7) (10 .2) 56.4

（事業所規模）

　5,000人以上 100.0 100.0 (100.0) (71.0) (70.9) (79.6) (79.0) (91.4) (86.4) (36.9) (78.8) (68.7) (59.1) (87.7) (1.7) (4.7) (38.6) (46.0) (5.2)      -
　1,000 ～ 4,999人 100.0 98.7 (100.0) (60.9) (55.6) (60.7) (81.3) (80.7) (58.4) (30.8) (73.3) (53.2) (50.4) (72.3) (5.9) (4.5) (30.0) (28.3) (5.1) 1.3
　500 ～ 999人 100.0 95.1 (100.0) (46.1) (42.1) (43.0) (64.4) (68.2) (35.8) (17.8) (59.0) (48.3) (37.2) (56.2) (3.9) (3.8) (17.3) (19.8) (4.7) 4.9
　300 ～ 499人 100.0 93.1 (100.0) (42.1) (30.9) (37.3) (59.1) (56.5) (25.0) (18.2) (47.9) (36.2) (28.5) (42.2) (5.5) (5.1) (17.7) (13.0) (3.9) 6.9
　100 ～ 299人 100.0 79.5 (100.0) (42.0) (20.6) (28.3) (47.3) (54.0) (17.3) (14.8) (37.6) (30.4) (20.5) (28.9) (3.2) (3.5) (12.7) (12.3) (4.0) 20.5
　50 ～　99人 100.0 60.4 (100.0) (37.1) (16.7) (19.7) (44.9) (45.1) (13.8) (21.4) (33.7) (22.7) (15.5) (21.3) (2.6) (1.4) (14.6) (8.4) (7.8) 39.6
　30 ～　49人 100.0  45.1 (100.0) (21.0) (12.8) (15.6) (41.0) (44.1) (10.1) (18.8) (38.8) (26.1) (15.5) (17.6) (3.5) (1.4) (12.2) (10.3) (5.4) 54.9
　10 ～　29人 100.0  37.9 (100.0) (18.0) (8.9) (16.6) (42.9) (39.7) (9.4) (22.1) (36.5) (26.0) (14.2) (11.6) (4.7) (0.8) (5.8) (5.9) (12.9) 62.1

（産業）

農業，林業(林業に限る。) 100.0 18.6 (100.0) (13.9) (10.2) (15.7) (66.6) (51.8) (18.0) (33.8) (3.8) (-) (2.3) (2.3) (19.5) (2.3) (20.3) (2.3) (12.5) 81.4
鉱業，採石業，砂利採取業 100.0 33.0 (100.0) (25.4) (16.4) (16.0) (36.0) (54.1) (15.3) (19.9) (22.0) (15.0) (11.9) (11.3) (11.6) (-) (14.5) (13.0) (7.7) 67.0
建設業 100.0 32.8 (100.0) (27.7) (17.4) (18.0) (49.7) (53.5) (10.6) (28.4) (29.0) (15.3) (17.2) (13.3) (8.7) (4.6) (12.0) (7.3) (8.1) 67.2
製造業 100.0 34.8 (100.0) (30.8) (13.8) (20.8) (40.9) (40.6) (12.8) (18.3) (23.8) (15.7) (15.4) (17.8) (7.3) (3.0) (13.0) (8.6) (10.0) 65.2
電気・ガス・熱供給・水道業 100.0 85.6 (100.0) (48.7) (56.6) (32.1) (78.5) (74.5) (48.0) (40.0) (63.5) (62.1) (44.5) (61.0) (7.7) (5.6) (24.4) (28.1) (2.8) 14.1
情報通信業 100.0 66.0 (100.0) (31.1) (25.5) (29.3) (56.9) (50.1) (18.7) (32.1) (45.1) (56.6) (25.1) (33.2) (16.5) (0.4) (12.6) (24.2) (1.9) 34.0
運輸業，郵便業 100.0 44.2 (100.0) (26.8) (5.1) (9.3) (38.3) (28.4) (5.5) (24.7) (21.6) (27.3) (13.5) (8.2) (5.8) (0.3) (2.9) (3.9) (10.1) 55.7
卸売業，小売業 100.0 44.1 (100.0) (24.7) (12.1) (19.5) (35.6) (45.8) (7.6) (18.3) (42.4) (33.2) (14.4) (16.4) (1.5) (0.4) (10.1) (6.5) (12.8) 55.9
金融業，保険業 100.0 87.8 (100.0) (26.5) (20.1) (24.6) (57.4) (57.4) (21.6) (15.5) (60.6) (42.9) (24.4) (27.4) (2.0) (2.0) (7.4) (9.9) (4.4) 12.2
不動産業，物品賃貸業 100.0 44.6 (100.0) (28.3) (8.0) (11.6) (56.4) (44.3) (10.2) (17.8) (16.8) (26.7) (12.7) (17.2) (2.8) (0.2) (4.1) (18.2) (11.1) 55.4
学術研究，専門・技術サービス業 100.0 45.8 (100.0) (17.3) (13.0) (18.4) (36.4) (46.4) (12.7) (15.0) (25.3) (30.7) (22.5) (24.8) (3.9) (0.5) (11.4) (13.6) (10.1) 54.2
宿泊業，飲食サービス業 100.0 41.1 (100.0) (18.9) (8.1) (22.0) (47.2) (40.0) (10.5) (24.6) (49.9) (22.0) (17.7) (12.8) (6.6) (0.1) (4.0) (2.5) (10.2) 58.9
生活関連サービス業，娯楽業 100.0 40.7 (100.0) (12.0) (5.0) (9.9) (42.9) (41.8) (14.1) (25.2) (36.3) (15.5) (6.0) (5.7) (0.4) (0.1) (5.5) (4.5) (8.6) 59.3
教育，学習支援業 100.0 40.7 (100.0) (15.0) (7.0) (11.6) (35.9) (32.0) (10.8) (19.5) (33.8) (22.1) (6.8) (11.1) (0.0) (0.3) (12.2) (6.4) (7.9) 59.3
医療，福祉 100.0 42.3 (100.0) (12.2) (6.4) (12.6) (51.5) (32.1) (12.5) (24.4) (23.2) (13.7) (11.1) (10.7) (2.6) (3.0) (4.5) (6.7) (15.5) 57.7
複合サービス事業 100.0 73.4 (100.0) (17.0) (7.4) (13.1) (46.0) (29.6) (6.4) (6.4) (54.3) (22.1) (9.0) (11.0) (1.1) (1.4) (12.7) (10.3) (2.9) 26.6
サービス業（他に分類されないもの） 100.0 44.4 (100.0) (30.1) (17.9) (20.6) (45.5) (43.0) (12.0) (17.1) (30.7) (23.4) (17.2) (19.1) (1.6) (0.8) (11.3) (10.0) (10.1) 55.6

[平成19年] 100.0 33.6 (・・・) (・・・) (・・・) (・・・) (・・・) (・・・) (・・・) (・・・) (・・・) (・・・) (・・・) (・・・) (・・・) (・・・) (・・・) (・・・) (・・・) 66.4
注１）　「取り組んでいる」には取組内容不明が含まれる。

　 ２）　平成19年調査の「取り組んでいる」における「取組内容」は、回答選択肢が異なるため記載しない。

第１６表　　メンタルヘルスケアの取組状況別事業所割合

（単位：％）

区　　分

事
業
所
計

取
り
組
ん
で
い
る

取組内容（複数回答）

取
り
組
ん
で
い
な
い
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(4)メンタルヘルスケアを行うに当たっての留意事項 

メンタルヘルスケアに取り組んでいる事業所のうち、気をつけていることがある事業所の割合は 

95.1％［19 年調査 95.7％］であり、その具体的な留意事項（複数回答）は、「労働者の個人情報の 

保護への配慮」が 66.1％［同調査 67.9％］と最も多く、次いで「職場配置、人事異動等」（58.3％［同 

調査 59.4％］）、「家庭・個人生活等の職場以外の問題への配慮」（40.6％［同調査 47.1％］）となっ 

ている（第１７表）。 

 

 

(5)職場復帰支援の内容 

メンタルヘルスケアに取り組んでいる事業所について、職場復帰支援（複数回答）の内容をみ 

ると、「職場配置、人事異動」が 51.4％と最も多く、次いで「短時間勤務」（37.4％）、「治療上必要 

な時間の確保」（36.5％）となっている（第１８表）。 

 

平成23年 100.0  95.1  (100.0) (36 .7)  (58 .3)  (66 .1)  (40 .6)  (7 .0)  3 .5

（事業所規模）

　5,000人以上 100.0 100.0  (100.0) (75.4)  (87.0)  (90.2)  (43.4)  (7.3) -
　1,000 ～ 4,999人 100.0 99.9  (100.0) (61.9)  (79.1)  (91.9)  (47.6)  (10.4)  0.1
　500 ～ 999人 100.0 98.8  (100.0) (49.9)  (73.3)  (84.9)  (44.2)  (7.3)  0.6
　300 ～ 499人 100.0 99.2  (100.0) (45.2)  (73.6)  (81.2)  (38.3)  (4.9)  0.7
　100 ～ 299人 100.0 97.2  (100.0) (43.5)  (65.9)  (79.5)  (36.8)  (5.5)  1.6
　50 ～　99人 100.0 95.5  (100.0) (41.4)  (60.6)  (72.6)  (39.9)  (4.4)  2.7
　30 ～　49人 100.0  96.0  (100.0) (42.3)  (62.7)  (70.9)  (39.9)  (5.3)  2.8
　10 ～　29人 100.0  94.4  (100.0) (32.9)  (55.0)  (60.9)  (41.5)  (8.2)  4.2

[平成19年] 100.0 95.7 (100.0) (51.0) (59.4) (67.9) (47.1) (5.7) 4.3
注：「メンタルヘルスケアに取り組んでいる事業所計」にはメンタルヘルスケアを行うに当たっての留意事項の有無不明が含まれる。

　第１７表　　メンタルヘルスケアを行うに当たっての留意事項の有無及び留意事項の内容別
　　　　　　　　事業所割合

家
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（単位：％）

区　　分

メ
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ル
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で
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る

事

業

所

計
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け

て

い

る

こ
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が
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留意事項（複数回答）

気

を

つ

け

て

い

る

こ

と

は

な

いメ

ン

タ

ル

ヘ

ル

ス

に

関

す

る

誤
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等

の

解

消

職

場

配

置

、
人

事

異

動

等

労

働

者

の

個

人

情

報

の

保

護

へ

の

配

慮

平成23年 100.0  19.0  18.8  51.4  37.4  34.4  36.5  11.3  18.1

（事業所規模）

　5,000人以上 100.0 61.4  62.3  87.9  67.2  92.8  52.4  46.4  3.6
　1,000 ～ 4,999人 100.0 47.9  45.2  77.6  62.9  86.1  53.5  35.0  4.1
　500 ～ 999人 100.0 30.9  41.2  72.3  53.5  68.6  48.3  28.7  7.7
　300 ～ 499人 100.0 25.5  39.0  70.0  50.7  59.7  43.6  16.9  9.2
　100 ～ 299人 100.0 19.0  28.5  61.6  40.2  47.8  42.3  17.0  10.8
　50 ～　99人 100.0 17.2  22.9  57.3  42.7  37.2  38.0  12.3  14.8
　30 ～　49人 100.0  18.9  19.9  53.8  35.9  34.0  41.8  12.7  20.3
　10 ～　29人 100.0  19.0  15.5  47.3  35.6  30.7  33.7  9.5  19.8

第１８表　　職場復帰支援の内容別事業所割合
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(6)メンタルヘルスケアに取り組んでいない理由 

メンタルヘルスケアに取り組んでいない理由（複数回答）については、「必要性を感じない」（48.4 

％）とする事業所の割合が最も多く、次いで「専門スタッフがいない」（22.1％）、「取り組み方が分か 

らない」（20.1％）、「労働者の関心がない」（15.6％）となっており、事業所規模別にみると、500～999 

人規模と 100～299 人規模で「専門スタッフがいない」とする事業所の割合が４割台と高くなっており、 

また、規模が小さいほど「必要性を感じない」とする事業所の割合が概ね高くなっている（第１９表）。 

 

 

４ 定期健康診断に関する事項 

(1)定期健康診断（※16）の実施率、受診率（※17）及び有所見率（※18） 

過去１年間に常用労働者に定期健康診断を実施した事業所の割合（実施率）は 91.2％となっ 

ており、事業所規模別にみると、5,000 人以上規模と 500～999 人規模で 100％実施され、30～ 

49 人規模では 95.9％、10～29 人規模では 88.7％となっている。 

受診率をみると、健康診断を実施した事業所のうち、受診率が 100％の事業所の割合は 64.4 

％となっており、20％未満の事業所は 2.3％となっている。 

有所見率をみると、健康診断を実施した事業所のうち、有所見率が 100％の事業所の割合は 

5.1％となっており、有所見率 0％の事業所は 13.3％となっている。（第２０表） 

 

平成23年 100.0  20.1  5.4  15.6  22.1  48.4  26.3

（事業所規模）

　5,000人以上        -      -       -       -       -       -       -
　1,000 ～ 4,999人 100.0 *      -  6.0 *      -  12.1 *      -  94.0 *
　500 ～ 999人 100.0 33.6  5.9  7.6  41.4  27.8  22.4
　300 ～ 499人 100.0 37.6  7.7  18.8  38.0  42.1  14.4
　100 ～ 299人 100.0 25.2  4.0  16.0  41.9  27.5  28.5
　50 ～　99人 100.0 23.4  5.2  20.6  37.0  42.4  25.5
　30 ～　49人 100.0  18.2  4.9  18.5  30.1  48.2  27.2
　10 ～　29人 100.0  20.0  5.5  14.7  19.0  49.5  26.2

注　「メンタルヘルスケアに取り組んでいない事業所計」には取り組んでいない理由不明が含まれる。

そ
の
他

第１９表　　メンタルヘルスケアに取り組んでいない理由別事業所割合

（単位：％）

区　　分

メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
ケ
ア
に
取

り
組
ん
で
い
な
い
事
業
所
計

取り組んでいない理由（複数回答）

取
り
組
み
方
が
分
か
ら
な

い

経
費
が
か
か
る

労
働
者
の
関
心
が
な
い

専
門
の
ス
タ

ッ
フ
が
い
な

い

必
要
性
を
感
じ
な
い

平成23年 100.0  91.2 (100.0) (64.4) (20.7) (5.5) (3.4) (2.1) (2.3) (5.1) (7.5) (9.3) (14.5) (13.4) (22.2) (13.3) 8 .7

（事業所規模）

　5,000人以上 100.0 100.0 (100.0) (34.9) (59.3) (3.6) (-) (-) (-) (-) (8.6) (33.6) (29.3) (13.0) (10.5) (-)    -
　1,000 ～ 4,999人 100.0 99.6 (100.0) (42.1) (49.3) (3.7) (3.9) (-) (0.1) (0.2) (5.8) (19.9) (37.1) (24.3) (8.9) (0.1) 0.4
　500 ～ 999人 100.0 100.0 (100.0) (40.3) (52.3) (4.2) (1.8) (0.2) (0.3) (0.8) (6.6) (18.6) (32.3) (24.6) (11.0) (-) 0.0
　300 ～ 499人 100.0 99.6 (100.0) (48.6) (44.0) (4.2) (1.3) (1.0) (-) (0.3) (6.7) (21.7) (31.7) (18.4) (14.1) (0.2) 0.3
　100 ～ 299人 100.0 99.5 (100.0) (53.7) (38.1) (4.3) (1.7) (0.7) (0.3) (2.3) (7.0) (19.7) (27.7) (17.2) (19.2) (0.6) 0.5
　50 ～　99人 100.0 98.5 (100.0) (53.7) (33.3) (5.2) (2.3) (2.4) (1.4) (2.2) (10.9) (13.9) (20.5) (18.5) (21.3) (3.0) 1.3
　30 ～　49人 100.0  95.9 (100.0) (60.6) (25.4) (4.9) (3.7) (1.2) (2.5) (5.2) (6.7) (11.4) (16.7) (12.3) (24.5) (7.8) 4.0
　10 ～　29人 100.0  88.7 (100.0) (67.9) (16.1) (5.8) (3.6) (2.4) (2.6) (5.8) (7.2) (7.2) (11.9) (12.5) (22.3) (17.2) 11.3

注１）　受診率及び有所見率は次のように算出した。

　　　　受診率＝受診者数／常用労働者数×１００

　　　　有所見率＝有所見者数／受診者数×１００

　 ２）「事業所計」には定期健康診断実施の有無不明が含まれる。

　 ３）「実施した」には受診率不明と有所見率不明が含まれる。
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第２０表　　定期健康診断実施の有無、常用労働者の受診率及び有所見率別事業所割合
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(2)定期健康診断等の結果に基づく健康管理のための事後措置の実施状況 

定期健康診断で異常の所見があった労働者がいる事業所のうち、医師等から意見聴取を行っ 

た事業所の割合は 82.6％となっている。 

意見聴取を行った後の措置内容（複数回答）については、「再検査・精密検査の指示等の保健 

指導を行うこと」が 86.0％と最も多く、次いで「特に何も行っていない」（11.1％）、「就業場所の変更 

や作業転換の措置をとること」（6.2％）となっており、事業所規模別にみると、規模が大きくなるほ 

ど何らかの事後措置を行っている事業所の割合が概ね高くなっている。（第２１表） 

 

  

平成23年 100.0  82.6  (100.0) (86 .0)  (6 .2)  (1 .5)  (2 .4)  (5 .6)  (5 .0)  (11 .1)  16 .9

（事業所規模）

　5,000人以上 100.0 98.2  (100.0) (100.0)  (54.9)  (27.8)  (22.3)  (68.6)  (18.7)  (-) 1.8
　1,000 ～ 4,999人 100.0 99.5  (100.0) (96.6)  (29.3)  (11.3)  (11.9)  (31.5)  (10.8)  (2.7) 0.5
　500 ～ 999人 100.0 96.8  (100.0) (95.9)  (13.1)  (7.2)  (4.8)  (18.6)  (8.3)  (2.6) 2.4
　300 ～ 499人 100.0 94.7  (100.0) (92.3)  (13.0)  (6.6)  (5.7)  (14.6)  (8.0)  (4.4) 5.1
　100 ～ 299人 100.0 92.8  (100.0) (93.1)  (11.4)  (5.1)  (4.4)  (9.8)  (5.2)  (5.2) 6.9
　50 ～　99人 100.0 88.1  (100.0) (89.4)  (8.4)  (2.7)  (2.2)  (6.9)  (6.6)  (8.2) 11.5
　30 ～　49人 100.0  79.5  (100.0) (85.7)  (7.5)  (1.2)  (1.7)  (5.2)  (4.3)  (11.8) 18.9
　10 ～　29人 100.0  80.9  (100.0) (84.3)  (4.6)  (0.8)  (2.3)  (4.5)  (4.8)  (12.4) 18.8

注　「有所見者のいる事業所計」には意見聴取を行ったか不明が含まれる。
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　第２１表　　過去１年間に実施した定期健康診断における医師等からの意見聴取の有無及び事後措置の内容別事業所
　　　　　　　　割合
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５ 受動喫煙防止対策に関する事項 

職場の受動喫煙防止対策に取り組んでいる事業所の割合は 83.9％［19 年調査 75.5％］となっ 

ており、事業所規模別にみると、規模の大きい事業所ほどその割合が高く、30 人以上のすべての 

規模で 90％を超えており、10～29 人規模の事業所でも 80.1％が取り組んでいる。 

受動喫煙防止対策に取り組んでいる事業所のうち、「全面禁煙（※19）を実施している」事業所は 

30.7％となっている。 

「空間分煙（※20）を実施している」又は「上記以外の何らかの対策（※21）を実施している」事業 

所は 58.2％となっており、その取組内容（複数回答）としては、「喫煙コーナー（※22）を設け、それ 

以外は禁煙にしている」が 59.6％と最も多く、次いで「喫煙室（※23）を設け、それ以外は禁煙にし 

ている」（37.4％）、「会議、研修の場所を禁煙にしている」（29.9％）となっている。（第２２表） 

 
 

また、職場の受動喫煙を防止するための取組について問題があるとする事業所は 34.4％となって

おり、その問題点（複数回答）を見ると、「排気する装置等でたばこ煙の漏洩を完全に防ぐことが

困難である」が 41.1％と最も多く、次いで「顧客に喫煙をやめさせるのが困難である」（37.9％）、

「受動喫煙に対する喫煙者の理解が得られない」（30.2％）となっている（第２３表）。 

 

平成23年 100.0  83.9  (100.0) (30.7) (52.8) (16.5) 58.2 (100.0) (37.4) (59.6) (29.9) (7.8) (25.1) (14.7) (0.5) (1.8) (6.0) (1.1) (0.4) (6.4) 15.8

（事業所規模）

　5,000人以上 100.0 100.0  (100.0) (13.0)  (78.5)  (8.6) 87.0 (100.0)  (96.1)  (38.4)  (64.2)  (27.2)  (73.7)  (52.5)  (23.9)  (26.1)  (60.7)  (27.6)  (10.9)  (-)        -
　1,000 ～ 4,999人 100.0 99.2  (100.0) (21.8)  (71.1)  (7.1) 77.6 (100.0)  (87.6)  (43.0)  (64.8)  (20.4)  (77.2)  (48.5)  (17.5)  (16.0)  (47.6)  (26.4)  (12.1)  (3.5) 0.8
　500 ～ 999人 100.0 99.0  (100.0) (26.3)  (67.0)  (6.7) 72.9 (100.0)  (83.0)  (38.6)  (58.3)  (11.0)  (63.0)  (45.8)  (10.7)  (10.7)  (23.9)  (12.2)  (6.5)  (2.9) 1.0
　300 ～ 499人 100.0 98.2  (100.0) (23.6)  (66.7)  (9.7) 75.0 (100.0)  (75.9)  (44.6)  (58.2)  (11.8)  (61.7)  (38.9)  (4.1)  (7.0)  (16.9)  (7.6)  (3.2)  (2.8) 1.8
　100 ～ 299人 100.0 98.0  (100.0) (18.8)  (66.6)  (14.6) 79.6 (100.0)  (60.7)  (49.0)  (41.0)  (11.0)  (46.1)  (26.8)  (2.1)  (4.4)  (10.7)  (3.2)  (1.6)  (4.7) 1.9
　50 ～　99人 100.0 94.7  (100.0) (23.4)  (59.4)  (17.2) 72.6 (100.0)  (46.6)  (53.7)  (37.2)  (6.6)  (30.5)  (16.0)  (0.6)  (1.9)  (7.0)  (1.2)  (0.5)  (4.4) 4.9
　30 ～　49人 100.0  90.5  (100.0) (25.5)  (55.8)  (18.8) 67.4 (100.0)  (37.6)  (59.5)  (36.0)  (7.0)  (28.5)  (17.5)  (0.7)  (1.6)  (6.8)  (1.2)  (0.3)  (6.1) 9.5
　10 ～　29人 100.0  80.1  (100.0) (34.1)  (49.7)  (16.2) 52.8 (100.0)  (32.4)  (62.1)  (25.2)  (7.9)  (20.3)  (11.9)  (0.1)  (1.3)  (4.8)  (0.6)  (0.1)  (7.0) 19.6

（産業）

農業，林業(林業に限る。) 100.0 42.2 (100.0) (31.0)  (41.2)  (27.8) 29.1 (100.0) (24.8)  (50.3)  (33.8)  (1.5)  (23.3)  (2.4)  (-)  (-)  (9.8)  (-) (-)  (16.5) 57.4
鉱業，採石業，砂利採取業 100.0 53.2 (100.0) (22.2)  (54.9)  (22.9) 41.4 (100.0) (39.7)  (46.7)  (47.9)  (0.6)  (18.7)  (6.3)  (-)  (3.3)  (4.9)  (0.6)  (-)  (19.6) 45.7
建設業 100.0 68.0 (100.0) (16.9)  (63.5)  (19.6) 56.5 (100.0) (52.8)  (34.4)  (29.7)  (5.8)  (30.5)  (24.0)  (0.1)  (0.6)  (10.1)  (0.6)  (0.0)  (11.2) 32.0
製造業 100.0 80.6 (100.0) (16.8)  (57.8)  (25.5) 67.1 (100.0) (37.4)  (63.8)  (33.2)  (12.3)  (29.1)  (13.3)  (0.9)  (1.7)  (7.9)  (1.5)  (0.5)  (5.7) 18.9
電気・ガス・熱供給・水道業 100.0 96.7 (100.0) (10.7)  (79.6)  (9.7) 86.4 (100.0) (72.4)  (34.7)  (46.5)  (4.6)  (57.2)  (40.7)  (5.3)  (17.6)  (33.6)  (15.7)  (0.8)  (2.2) 3.3
情報通信業 100.0 99.2 (100.0) (49.6)  (44.3)  (6.1) 50.0 (100.0) (55.5)  (41.6)  (35.1)  (7.9)  (31.2)  (30.6)  (2.1)  (10.9)  (6.7)  (1.7)  (1.3)  (4.0) 0.8
運輸業，郵便業 100.0 83.5 (100.0) (15.1)  (63.8)  (21.2) 70.9 (100.0) (45.4)  (53.8)  (38.0)  (2.0)  (27.0)  (9.3)  (0.3)  (0.4)  (4.7)  (0.8)  (0.0)  (10.2) 15.9
卸売業，小売業 100.0 85.1 (100.0) (28.5)  (57.9)  (13.6) 60.8 (100.0) (33.5)  (68.5)  (28.0)  (6.1)  (22.4)  (12.4)  (0.1)  (1.4)  (4.9)  (0.0)  (0.2)  (3.3) 14.8
金融業，保険業 100.0 99.0 (100.0) (30.9)  (53.4)  (15.7) 68.4 (100.0) (47.7)  (52.1)  (46.0)  (9.0)  (38.7)  (20.8)  (1.7)  (7.9)  (6.2)  (9.0)  (1.4)  (1.8) 0.9
不動産業，物品賃貸業 100.0 91.0 (100.0) (27.1)  (55.1)  (17.8) 66.3 (100.0) (52.0)  (50.2)  (32.1)  (3.3)  (28.0)  (29.8)  (0.4)  (0.9)  (5.8)  (0.0)  (-)  (2.7) 7.9
学術研究，専門・技術サービス業 100.0 90.5 (100.0) (31.8)  (56.4)  (11.8) 61.7 (100.0) (42.5)  (48.6)  (21.6)  (3.9)  (24.6)  (19.1)  (2.4)  (3.6)  (6.9)  (2.5)  (1.7)  (5.0) 9.5
宿泊業，飲食サービス業 100.0 83.1 (100.0) (30.0)  (52.2)  (17.9) 58.2 (100.0) (25.3)  (62.1)  (23.9)  (16.2)  (16.6)  (10.3)  (0.7)  (0.6)  (3.6)  (0.0)  (0.1)  (10.9) 16.9
生活関連サービス業，娯楽業 100.0 77.3 (100.0) (39.2)  (40.8)  (20.0) 47.0 (100.0) (25.7)  (64.7)  (21.1)  (5.1)  (20.3)  (21.3)  (0.0)  (0.5)  (1.1)  (0.4)  (0.2)  (6.3) 22.7
教育，学習支援業 100.0 92.7 (100.0) (59.6)  (33.7)  (6.7) 37.5 (100.0) (37.4)  (56.5)  (20.4)  (0.5)  (27.8)  (13.4)  (0.5)  (0.7)  (8.6)  (3.5)  (1.0)  (9.3) 7.2
医療，福祉 100.0 89.2 (100.0) (64.6)  (26.1)  (9.3) 31.6 (100.0) (27.2)  (68.9)  (20.5)  (4.8)  (16.8)  (11.1)  (0.2)  (0.2)  (6.9)  (0.8)  (0.4)  (10.4) 10.1
複合サービス事業 100.0 92.9 (100.0) (21.4)  (64.0)  (14.7) 73.1 (100.0) (41.0)  (55.3)  (48.5)  (7.5)  (29.9)  (7.6)  (-)  (0.4)  (2.5)  (1.3)  (-)  (5.3) 7.1
サービス業（他に分類されないもの） 100.0 83.5 (100.0) (28.5)  (53.1)  (18.4) 59.7 (100.0) (42.6)  (53.2)  (30.6)  (4.9)  (27.1)  (16.7)  (0.6)  (3.4)  (7.1)  (1.2)  (0.9)  (4.0) 16.1

[平成19年] 100.0 75.5 (・・・) (・・・) (・・・) (・・・)   ・・・ (・・・) (・・・) (・・・) (・・・) (・・・) (・・・) (・・・) (・・・) (・・・) (・・・) (・・・) (・・・) (・・・) 24.5
注１）「事業所計」には取り組んでいるか不明が含まれる。
   ２）「空間分煙を実施している(a)＋上記以外の何らかの対策を実施している(b)」には受動喫煙防止対策不明が含まれる。
　 ３）「取り組んでいる」における「受動喫煙防止対策」は、平成19年調査では調査していない。

受動喫煙防止対策

第２２表　　受動喫煙防止対策の有無、取組内容及び対策の内容別事業所割合

（単位：％）
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催
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受動喫煙防止対策の取組内容（複数回答）
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（
※
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6

）

平成23年 100.0  34.4  (100.0) (30 .2)  (41 .1)  (37 .9)  (20 .6)  (12 .8)  63 .6  

（事業所規模）

　5,000人以上 100.0 58.6  (100.0) (38.0)  (58.0)  (14.4)  (3.1)  (24.1)  41.4  
　1,000 ～ 4,999人 100.0 55.8  (100.0) (32.6)  (66.7)  (29.4)  (4.5)  (8.6)  43.0  
　500 ～ 999人 100.0 45.5  (100.0) (24.5)  (64.8)  (31.0)  (7.1)  (13.2)  53.7  
　300 ～ 499人 100.0 46.2  (100.0) (32.3)  (62.6)  (30.2)  (10.2)  (7.9)  53.5  
　100 ～ 299人 100.0 41.2  (100.0) (29.5)  (56.3)  (32.6)  (12.2)  (12.7)  57.0  
　50 ～　99人 100.0 37.7  (100.0) (32.1)  (47.8)  (32.6)  (14.7)  (11.5)  61.0  
　30 ～　49人 100.0  36.2  (100.0) (29.7)  (44.2)  (43.0)  (21.0)  (13.2)  62.3  
　10 ～　29人 100.0  33.0  (100.0) (30.1)  (37.6)  (38.2)  (22.4)  (13.0)  64.9  

注：「事業所計」には問題の有無不明が含まれる。

第２３表　　職場の受動喫煙防止のための取組における問題の有無及び問題の内容別事業所割合
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６ 交通労働災害防止対策に関する事項 

業務中に道路上及び事業場構内において自動車及び原動機付き自転車を使用している事業

所の割合は 61.7％となっており、交通労働災害防止対策に取り組んでいる事業所の割合は

34.1％となっている。 

自動車及び原動機付き自転車を使用している事業所規模別にみると、50 人以上のすべての規

模で 70％を超えており、10～29 人規模の事業所でも 58.6％の事業所で取り組まれている。 

産業別にみると、「電気・ガス・熱供給・水道業」（94.4％）、「金融業,保険業」（89.3％）、「複合サ

ービス事業」（89.2％）、「鉱業、採石業、砂利採取業」（88.6％）、「農業,林業（林業に限る。）」

（87.6％）となっている。 

その取組内容（複数回答）については、「交通労働災害防止ガイドライン（※28）に定める適正な

労働時間管理、走行管理措置」（55.8％）が最も多く、次いで「交通ＫＹＴ（危険予知訓練）など危険

感受性向上のための教育」（39.8％）、「交通安全情報マップの作成等による注意喚起」（23.4％）と

なっている。（第２４表） 

 

平成23年 100.0  61.7  34.1  (100.0) (55.8)  (7.7)  (9.6)  (39.8)  (20.4)  (23.4)  26.9  38.3

（事業所規模）

　5,000人以上 100.0 84.1  74.1  (100.0) (50.9)  (-)  (6.4)  (71.2)  (17.0)  (33.7)  10.0  15.9
　1,000 ～ 4,999人 100.0 73.0  60.3  (100.0) (52.7)  (7.1)  (9.0)  (74.0)  (24.6)  (39.5)  12.7  27.0
　500 ～ 999人 100.0 70.7  53.0  (100.0) (52.6)  (3.5)  (10.7)  (62.1)  (18.2)  (28.0)  17.4  29.3
　300 ～ 499人 100.0 73.2  55.0  (100.0) (46.6)  (1.3)  (7.0)  (60.4)  (19.0)  (24.7)  18.1  26.5
　100 ～ 299人 100.0 71.7  49.8  (100.0) (57.6)  (3.9)  (12.1)  (54.4)  (15.4)  (23.0)  21.1  28.2
　50 ～　99人 100.0 73.3  46.1  (100.0) (50.7)  (6.0)  (12.5)  (49.4)  (17.9)  (24.0)  26.5  26.7
　30 ～　49人 100.0  65.4  40.6  (100.0) (59.3)  (8.2)  (9.7)  (48.2)  (21.0)  (25.0)  24.2  34.6
　10 ～　29人 100.0  58.6  29.9  (100.0) (55.9)  (8.4)  (8.8)  (33.3)  (21.4)  (22.8)  28.0  41.4

（産業）

農業，林業(林業に限る。) 100.0 87.6  47.2 (100.0) (48.3)  (4.0)  (8.6)  (43.3)  (15.6)  (24.6) 38.9 12.4
鉱業，採石業，砂利採取業 100.0 88.6  73.3 (100.0) (56.3)  (8.5)  (11.8)  (54.5)  (8.4)  (12.8) 13.0 11.4
建設業 100.0 86.7  59.9 (100.0) (39.7)  (5.2)  (7.3)  (51.9)  (16.1)  (21.2) 24.5 13.3
製造業 100.0 70.0  32.3 (100.0) (46.2)  (9.3)  (4.3)  (38.6)  (12.9)  (23.1) 37.3 30.0
電気・ガス・熱供給・水道業 100.0 94.4  82.8 (100.0) (54.5)  (0.4)  (13.6)  (87.6)  (21.1)  (50.9) 10.9 5.6
情報通信業 100.0 50.5  24.8 (100.0) (60.4)  (2.8)  (5.8)  (58.4)  (26.3)  (18.9) 25.1 49.5
運輸業，郵便業 100.0 79.7  71.1 (100.0) (69.5)  (19.8)  (38.4)  (72.1)  (43.0)  (32.9) 6.0 20.3
卸売業，小売業 100.0 57.3  29.6 (100.0) (58.4)  (7.6)  (5.6)  (21.4)  (19.5)  (22.3) 27.4 42.7
金融業，保険業 100.0 89.3  54.0 (100.0) (66.6)  (0.1)  (0.6)  (11.0)  (13.0)  (19.2) 35.1 10.7
不動産業，物品賃貸業 100.0 60.0  32.3 (100.0) (58.0)  (-)  (5.3)  (32.3)  (26.5)  (19.0) 26.7 40.0
学術研究，専門・技術サービス業 100.0 62.3  34.1 (100.0) (58.2)  (2.6)  (0.2)  (40.9)  (17.8)  (13.6) 28.1 37.7
宿泊業，飲食サービス業 100.0 32.2  11.9 (100.0) (70.8)  (15.4)  (1.5)  (34.6)  (26.6)  (29.7) 19.5 67.8
生活関連サービス業，娯楽業 100.0 44.5  23.5 (100.0) (61.2)  (2.2)  (12.2)  (17.1)  (25.5)  (11.9) 20.7 55.5
教育，学習支援業 100.0 48.5  24.2 (100.0) (68.4)  (1.1)  (3.1)  (28.9)  (11.2)  (21.4) 23.1 51.5
医療，福祉 100.0 59.0  23.0 (100.0) (52.1)  (6.0)  (1.5)  (34.8)  (13.2)  (26.9) 35.9 41.0
複合サービス事業 100.0 89.2  56.6 (100.0) (51.1)  (2.4)  (1.9)  (57.3)  (4.4)  (24.0) 32.2 10.8
サービス業（他に分類されないもの） 100.0 72.0  44.9 (100.0) (52.6)  (1.6)  (12.0)  (50.7)  (18.3)  (21.3) 26.8 28.0

注　「事業所計」には取組内容不明が含まれる。

交通労働災害防止に向けた取組

　第２４表　道路上及び事業場構内における自動車及び原動機付き自転車使用の有無、交通労働災害防止に向けた取組の有無及び取組内容別事業所
　　　　　　　割合
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７ 業務上災害を記録する制度に関する事項 

業務上災害（※32）を記録する制度を設けていない事業所の割合は 31.6％となっており、設けてい 

ない理由（複数回答）は、「業務上災害が発生したことがない」（58.4％）が最も多く、次いで「記録をす 

る者がいない（安全担当を置いていない）」（15.6％）となっている（第２５表）。 

 

 

８ 安全衛生教育に関する事項 

(1)危険感受性向上教育の実施状況 

危険感受性向上教育（※33）を実施していない事業所の割合は75.0％となっており、実施してい

ない理由（複数回答）は、「危険・有害な業務がない」（34.2％）が最も多く、次いで「危険感受性向

上教育というものを知らなかった」（29.2％）、「必要性を感じない」（25.3％）となっている（第２６

表）。 

 

平成23年 100.0  67.6  31.6  (100.0) (58 .4)  (15 .6)  (2 .3)  (10 .5)  (0 .4)  (1 .5)  (26 .3)

（事業所規模）

　5,000人以上 100.0 100.0       -       (-) (-) (-)  (-) (-)  (-)  (-)  (-)
　1,000 ～ 4,999人 100.0 98.0  1.9  (100.0) (15.7)  (-)  (5.3)  (13.5)  (5.3)  (-)  (60.1)
　500 ～ 999人 100.0 97.3  2.6  (100.0) (27.0)  (1.6)  (3.8)  (14.6)  (-)  (-)  (56.9)
　300 ～ 499人 100.0 91.8  7.7  (100.0) (30.8)  (-)  (0.8)  (14.0)  (-)  (-)  (65.9)
　100 ～ 299人 100.0 92.5  7.3  (100.0) (36.5)  (3.0)  (2.5)  (10.3)  (3.4)  (-)  (50.7)
　50 ～　99人 100.0 82.4  17.2  (100.0) (38.8)  (14.4)  (4.3)  (12.7)  (1.2)  (-)  (38.5)
　30 ～　49人 100.0  73.5  26.3  (100.0) (40.3)  (25.3)  (2.0)  (10.4)  (-)  (2.2)  (31.8)
　10 ～　29人 100.0  62.4  36.7  (100.0) (62.5)  (14.5)  (2.2)  (10.3)  (0.4)  (1.5)  (24.3)

（産業）

農業，林業(林業に限る。) 100.0 76.7 23.3 (100.0) (25.1)  (9.3)  (6.3)  (18.8)  (-)  (-)  (40.6)
鉱業，採石業，砂利採取業 100.0 78.2 21.8 (100.0) (42.1)  (5.3)  (5.3)  (5.3)  (-)  (-)  (42.1)
建設業 100.0 78.2 21.7 (100.0) (54.7)  (14.8)  (-)  (6.8)  (-)  (7.0)  (24.4)
製造業 100.0 66.9 32.9 (100.0) (45.6)  (15.7)  (6.1)  (14.7)  (0.3)  (1.5)  (25.6)
電気・ガス・熱供給・水道業 100.0 94.6 5.4 (100.0) (46.0)  (17.5)  (8.8)  (17.5)  (-)  (-)  (36.4)
情報通信業 100.0 59.6 40.4 (100.0) (74.5)  (8.1)  (-)  (5.0)  (-)  (-)  (26.5)
運輸業，郵便業 100.0 83.2 16.2 (100.0) (63.0)  (15.9)  (2.6)  (3.2)  (-)  (-)  (28.4)
卸売業，小売業 100.0 64.8 33.7 (100.0) (67.6)  (19.3)  (0.2)  (9.1)  (0.2)  (-)  (26.1)
金融業，保険業 100.0 85.5 13.9 (100.0) (67.4)  (11.6)  (-)  (4.7)  (-)  (-)  (22.7)
不動産業，物品賃貸業 100.0 58.7 39.9 (100.0) (45.2)  (11.2)  (2.4)  (11.0)  (-)  (-)  (34.7)
学術研究，専門・技術サービス業 100.0 57.4 42.6 (100.0) (74.0)  (17.3)  (-)  (6.9)  (4.2)  (-)  (18.6)
宿泊業，飲食サービス業 100.0 65.4 32.8 (100.0) (48.2)  (22.9)  (5.8)  (17.6)  (0.8)  (5.7)  (22.4)
生活関連サービス業，娯楽業 100.0 62.6 37.2 (100.0) (48.3)  (14.7)  (0.8)  (10.1)  (-)  (1.7)  (30.9)
教育，学習支援業 100.0 55.3 44.6 (100.0) (71.4)  (3.8)  (5.4)  (8.8)  (0.0)  (-)  (22.5)
医療，福祉 100.0 61.2 38.7 (100.0) (62.8)  (4.6)  (-)  (8.9)  (0.2)  (0.5)  (30.8)
複合サービス事業 100.0 83.6 16.1 (100.0) (29.5)  (15.1)  (5.5)  (16.0)  (-)  (-)  (41.5)
サービス業（他に分類されないもの） 100.0 69.2 30.6 (100.0) (52.8)  (17.0)  (2.6)  (7.4)  (0.4)  (0.4)  (28.0)

注：「事業所計」には業務上災害を記録する制度の有無不明が含まれる。

第２５表　　業務上災害を記録する制度の有無及び制度を設けていない理由別事業所割合
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平成23年 100.0  23.7  75.0  (100.0) (14 .7)  (12 .2)  (5 .5)  (6 .6)  (25 .3)  (29 .2)  (34 .2)  (14 .1)

（事業所規模）

　5,000人以上 100.0 47.2  51.2  (100.0) (15.8)  (11.7)  (6.3)  (2.7)  (22.0)  (5.9)  (50.4)  (3.2)
　1,000 ～ 4,999人 100.0 47.1  52.9  (100.0) (28.5)  (12.5)  (10.3)  (7.9)  (14.7)  (9.8)  (39.0)  (13.7)
　500 ～ 999人 100.0 38.2  61.1  (100.0) (25.5)  (12.0)  (10.4)  (8.0)  (17.7)  (21.6)  (33.1)  (12.0)
　300 ～ 499人 100.0 36.8  62.8  (100.0) (20.3)  (12.1)  (6.1)  (6.5)  (12.9)  (22.0)  (38.2)  (12.7)
　100 ～ 299人 100.0 32.3  67.1  (100.0) (19.9)  (15.5)  (9.5)  (8.7)  (17.1)  (31.8)  (34.0)  (12.1)
　50 ～　99人 100.0 28.1  71.1  (100.0) (18.7)  (16.2)  (7.7)  (7.6)  (20.2)  (34.0)  (29.7)  (11.2)
　30 ～　49人 100.0  25.5  73.5  (100.0) (15.2)  (10.7)  (4.3)  (8.1)  (20.3)  (34.4)  (37.4)  (12.4)
　10 ～　29人 100.0  22.0  76.6  (100.0) (13.8)  (11.7)  (5.2)  (6.1)  (27.4)  (27.6)  (34.1)  (14.9)

（産業）

農業，林業(林業に限る。) 100.0 35.7 62.4 (100.0) (26.3)  (6.9)  (12.1)  (1.4)  (21.7)  (54.8)  (5.4)  (13.9)
鉱業，採石業，砂利採取業 100.0 42.4 57.6 (100.0) (29.8)  (12.3)  (2.8)  (8.2)  (19.3)  (41.3)  (8.2)  (12.0)
建設業 100.0 46.7 51.8 (100.0) (24.3)  (11.9)  (9.1)  (12.5)  (9.9)  (50.2)  (7.2)  (10.9)
製造業 100.0 30.8 67.6 (100.0) (18.1)  (19.9)  (11.2)  (12.2)  (18.9)  (39.6)  (19.1)  (11.5)
電気・ガス・熱供給・水道業 100.0 58.9 40.3 (100.0) (43.3)  (10.0)  (6.0)  (5.1)  (4.5)  (19.6)  (16.2)  (21.3)
情報通信業 100.0 9.3 90.5 (100.0) (5.3)  (2.2)  (0.6)  (1.8)  (33.8)  (20.7)  (69.6)  (4.3)
運輸業，郵便業 100.0 48.1 51.2 (100.0) (24.0)  (18.8)  (7.2)  (9.6)  (6.8)  (30.9)  (18.5)  (26.6)
卸売業，小売業 100.0 14.8 83.7 (100.0) (12.3)  (11.6)  (3.2)  (5.3)  (32.2)  (27.9)  (33.0)  (14.2)
金融業，保険業 100.0 8.1 90.7 (100.0) (4.8)  (1.3)  (0.6)  (0.0)  (19.0)  (8.2)  (68.1)  (11.9)
不動産業，物品賃貸業 100.0 15.6 84.1 (100.0) (7.5)  (4.4)  (1.2)  (0.8)  (15.3)  (27.6)  (55.6)  (16.6)
学術研究，専門・技術サービス業 100.0 18.0 81.9 (100.0) (13.0)  (7.5)  (3.0)  (3.3)  (24.3)  (21.4)  (55.1)  (11.1)
宿泊業，飲食サービス業 100.0 20.8 78.0 (100.0) (15.1)  (12.4)  (6.9)  (8.5)  (29.5)  (28.4)  (33.7)  (12.4)
生活関連サービス業，娯楽業 100.0 14.3 85.4 (100.0) (14.2)  (15.3)  (3.3)  (8.7)  (28.0)  (25.0)  (44.0)  (14.7)
教育，学習支援業 100.0 9.0 90.2 (100.0) (5.1)  (7.1)  (0.6)  (1.1)  (27.7)  (18.8)  (60.7)  (16.3)
医療，福祉 100.0 26.5 72.1 (100.0) (17.7)  (10.6)  (6.2)  (1.2)  (26.5)  (30.0)  (29.7)  (18.9)
複合サービス事業 100.0 4.5 93.7 (100.0) (20.7)  (10.8)  (8.6)  (7.9)  (18.7)  (27.9)  (36.5)  (13.4)
サービス業（他に分類されないもの） 100.0 27.4 72.1 (100.0) (17.9)  (12.3)  (7.3)  (8.5)  (25.8)  (23.2)  (37.5)  (15.3)

注　「事業所計」には実施しているか不明が含まれる。

第２６表　　危険感受性向上教育実施の有無及び実施していない理由別事業所割合
（単位：％）
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(2)安全衛生担当者への能力向上教育の実施状況 

安全衛生担当者への能力向上教育（※34）を実施していない事業所の割合は 63.1％となって 

おり、実施していない理由（複数回答）は、「能力向上教育というものを知らなかった」（33.2％）が 

最も多く、次いで「必要性を感じない」（31.9％）となっている（第２７表）。 

 

  

平成23年 100.0  34.9  63.1  (100.0) (10 .7)  (21 .0)  (6 .0)  (5 .2)  (31 .9)  (33 .2)  (21 .7)

（事業所規模）

　5,000人以上 100.0 75.0  23.3  (100.0) (17.3)  (32.6)  (24.7)  (5.9)  (16.3)  (16.0)  (23.8)
　1,000 ～ 4,999人 100.0 65.9  33.9  (100.0) (12.1)  (20.1)  (18.1)  (12.1)  (19.4)  (19.9)  (27.9)
　500 ～ 999人 100.0 58.2  41.1  (100.0) (10.1)  (32.6)  (14.7)  (8.1)  (18.0)  (25.8)  (21.1)
　300 ～ 499人 100.0 53.6  45.7  (100.0) (11.8)  (25.7)  (10.6)  (5.9)  (24.4)  (26.1)  (20.4)
　100 ～ 299人 100.0 52.0  47.2  (100.0) (13.7)  (30.4)  (10.9)  (8.6)  (18.4)  (35.6)  (19.6)
　50 ～　99人 100.0 41.2  58.1  (100.0) (14.0)  (28.5)  (10.3)  (7.8)  (25.8)  (31.4)  (17.3)
　30 ～　49人 100.0  37.2  61.3  (100.0) (10.0)  (19.5)  (6.9)  (7.2)  (29.5)  (34.2)  (21.7)
　10 ～　29人 100.0  32.1  65.5  (100.0) (10.3)  (19.9)  (5.0)  (4.4)  (33.8)  (33.2)  (22.3)

（産業）

農業，林業(林業に限る。) 100.0 57.3 40.3 (100.0) (6.0)  (25.2)  (4.7)  (1.1)  (18.1)  (42.2)  (19.5)
鉱業，採石業，砂利採取業 100.0 66.6 33.4 (100.0) (16.3)  (26.6)  (6.9)  (7.2)  (18.9)  (27.4)  (25.4)
建設業 100.0 68.2 30.5 (100.0) (12.0)  (19.6)  (4.9)  (7.6)  (21.8)  (39.3)  (11.3)
製造業 100.0 38.7 59.1 (100.0) (14.2)  (26.3)  (10.9)  (12.3)  (23.6)  (38.4)  (16.3)
電気・ガス・熱供給・水道業 100.0 77.6 22.1 (100.0) (9.0)  (34.5)  (4.6)  (5.2)  (14.1)  (26.0)  (14.6)
情報通信業 100.0 22.7 77.1 (100.0) (4.6)  (16.1)  (3.2)  (2.4)  (46.3)  (31.3)  (21.1)
運輸業，郵便業 100.0 48.0 50.9 (100.0) (15.2)  (30.7)  (16.0)  (8.9)  (13.3)  (23.9)  (32.8)
卸売業，小売業 100.0 26.9 70.1 (100.0) (8.6)  (20.8)  (3.8)  (1.8)  (35.6)  (35.6)  (20.1)
金融業，保険業 100.0 29.8 69.0 (100.0) (4.7)  (7.4)  (1.8)  (0.6)  (42.5)  (20.8)  (33.1)
不動産業，物品賃貸業 100.0 29.9 68.3 (100.0) (4.8)  (12.0)  (2.1)  (5.9)  (34.9)  (37.0)  (23.7)
学術研究，専門・技術サービス業 100.0 27.1 72.0 (100.0) (15.5)  (15.5)  (2.1)  (2.9)  (44.8)  (24.2)  (21.0)
宿泊業，飲食サービス業 100.0 34.8 63.0 (100.0) (9.5)  (24.6)  (4.4)  (5.9)  (30.7)  (36.6)  (18.3)
生活関連サービス業，娯楽業 100.0 22.7 77.0 (100.0) (11.5)  (19.7)  (3.6)  (9.6)  (36.7)  (30.0)  (23.7)
教育，学習支援業 100.0 14.7 83.8 (100.0) (3.7)  (12.3)  (2.5)  (2.4)  (49.9)  (29.0)  (23.3)
医療，福祉 100.0 33.8 64.1 (100.0) (14.5)  (21.5)  (9.5)  (2.2)  (26.0)  (32.6)  (27.9)
複合サービス事業 100.0 26.1 71.2 (100.0) (21.7)  (13.4)  (5.1)  (4.7)  (26.5)  (27.7)  (30.3)
サービス業（他に分類されないもの） 100.0 33.9 64.2 (100.0) (12.2)  (20.4)  (6.6)  (7.3)  (32.3)  (25.2)  (25.2)

注　「事業所計」には実施しているか不明が含まれる。

第２７表　　安全衛生担当者に対する能力向上教育実施の有無及び実施していない理由別事業所割合
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【労働者調査】   

１ 勤務に関する事項 

(1)勤務形態の状況 

主な勤務形態別に労働者の割合をみると、「日勤勤務（※35）」（83.9％）が最も多く、次いで「交 

代制勤務（※36）」（10.2％）、「夜勤勤務（※37）」（2.1％）となっている（第２８表）。 

    

 

(2)深夜業従事の状況 

過去６か月間に深夜業（※39）に従事した労働者の割合は 23.9％[19 年調査 17.9％]となってい

る（第２９表）。 

     

（単位：％）

平成23年 100.0 83.9 2.1 10.2 0.6 3.0 0.1

（年齢階級）

20歳未満 100.0 76.5 0.0 12.0 - 11.5 -
20～29歳 100.0 79.0 2.0 16.2 - 2.7 -
30～39歳 100.0 83.9 1.4 11.3 0.4 2.8 0.1
40～49歳 100.0 87.1 2.2 8.1 0.7 1.9 0.0
50～59歳 100.0 88.0 2.5 5.4 0.5 3.1 0.3
60歳以上 100.0 75.0 3.7 10.4 3.4 7.5 -
　　60～64歳 100.0 77.1 4.3 9.7 2.8 6.1 -
　　65歳以上 100.0 67.4 1.2 13.0 5.7 12.8 -
男性 100.0 83.2 2.3 10.6 1.0 2.8 0.1
女性 100.0 85.0 1.8 9.6 0.2 3.3 0.1

（就業形態）

　　正社員 100.0 85.7 1.4 10.1 0.6 2.2 0.1
　　契約社員 100.0 85.6 1.2 9.7 1.0 2.5 -
　　パートタイム労働者 100.0 73.5 6.2 11.9 0.6 7.6 0.3
　　派遣労働者 100.0 94.0 0.3 5.2 0.0 0.4 -
　　臨時・日雇労働者 100.0 93.4 - 0.3 4.2 2.1 -

第２８表　　勤務形態別労働者割合

その他の勤
務

不明区分 労働者計 日勤勤務 夜勤勤務 交代制勤務
隔日勤務
（※38）

（単位：％）

区分 労働者計
深夜業に従

事した
深夜業に従事

しなかった
不明

平成23年 100.0 23.9 74.1 1 .9

20歳未満 100.0 14.1 71.3 14.5
20～29歳 100.0 26.1 72.1 1.8
30～39歳 100.0 26.6 72.1 1.4
40～49歳 100.0 21.5 77.1 1.4
50～59歳 100.0 21.3 76.3 2.5
60歳以上 100.0 25.5 71.0 3.5
　　60～64歳 100.0 28.5 67.8 3.7
　　65歳以上 100.0 14.3 82.9 2.8
男性 100.0 26.1 72.2 1.7
女性 100.0 20.9 76.8 2.3

（就業形態）

　　正社員 100.0 24.0 74.2 1.8
　　契約社員 100.0 23.5 74.3 2.3
　　パートタイム労働者 100.0 25.3 72.0 2.6
　　派遣労働者 100.0 11.6 86.1 2.3
　　臨時・日雇労働者 100.0 13.7 86.3      -

[平成19年] 100.0 17.9 82.1      -

第２９表　　過去６か月間における深夜業従事の有無別労働者割合
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(3)時間外・休日労働の状況 

過去１か月間（平成 23 年 10 月 1 日から同年 10 月 31 日までの期間）に時間外・休日労働が

あった労働者の割合は 72.4％となっており、その内訳をみると、「100 時間超」が 2.6％、「80 時間

を超え、100 時間以下」が 2.3％、「45 時間を超え、80 時間以下」が 12.9％となっている（第３０

表）。 

      

 

２ 長時間労働者への医師による面接指導等に関する事項 

(1)医師による面接指導等の状況 

医師による面接指導等を受けた労働者の割合は 7.2％となっている。 

医師による面接指導等を受けなかった労働者の割合は 92.8％となっている。その理由をみると、

「45 時間を超える時間外労働はなかった」（57.5％）に次いで、「面接指導等の制度がない・制度が

あるかわからない」（15.1％）、「面接指導等を受けるようにとの通知がなかった」（10.9％）、「自分

で判断して受けなかった」（10.9％）となっている（第３１表）。 

 

（単位：％）

100時間超
80時間を超
え、100時間

以下

45時間を超
え、80時間

以下

45時間以下
（０時間を除

く）

平成23年 100.0 72.4 (100.0) (2.6) (2.3) (12.9) (82.2) 27.5

（年齢階級）

20歳未満 100.0 20.1 (100.0) ( - ) ( - ) (4.0) (96.0) 79.9
20～29歳 100.0 75.7 (100.0) (2.2) (1.9) (17.8) (78.2) 24.1
30～39歳 100.0 79.9 (100.0) (3.4) (3.1) (12.3) (81.2) 20.1
40～49歳 100.0 74.1 (100.0) (1.9) (2.1) (12.8) (83.2) 25.8
50～59歳 100.0 69.3 (100.0) (1.9) (1.3) (10.4) (86.4) 30.6
60歳以上 100.0 42.9 (100.0) (5.1) (4.3) (7.5) (83.1) 56.6
　　60～64歳 100.0 49.4 (100.0) (5.4) (4.4) (6.2) (83.9) 50.2
　　65歳以上 100.0 18.7 (100.0) (2.5) (2.4) (20.2) (74.9) 80.8
男性 100.0 79.0 (100.0) (2.5) (2.1) (16.6) (78.8) 20.8
女性 100.0 63.1 (100.0) (2.7) (2.6) (6.5) (88.2) 36.8

（就業形態）

　　正社員 100.0 80.2 (100.0) (2.1) (2.1) (14.6) (81.1) 19.7
　　契約社員 100.0 69.9 (100.0) (1.5) (1.6) (6.9) (90.1) 29.8
　　パートタイム労働者 100.0 35.6 (100.0) (8.7) (5.4) (1.4) (84.5) 64.2
　　派遣労働者 100.0 67.2 (100.0) (0.9) (0.7) (2.1) (96.4) 32.8
　　臨時・日雇労働者 100.0 65.3 (100.0) (0.3) (0.9) (1.2) (97.6) 34.7

注：「労働者計」には時間外･休日労働があったか不明が含まれる。

第３０表　　過去１か月間における時間外・休日労働時間数階級別労働者割合

区分 労働者計
時間外・休日労働が

あった

労働時間数内訳
時間外・休日

労働はな
かった

（単位：％）

平成23年 100.0 7.2 92.8 (100.0) (5.6) (10.9) (10.9) (15.1) (57.5)

（年齢階級）

20歳未満 100.0 1.5 98.5 (100.0) (2.3) (6.5) (18.7) (16.0) (56.5)
20～29歳 100.0 4.2 95.8 (100.0) (3.3) (9.7) (8.9) (21.3) (56.8)
30～39歳 100.0 7.7 92.2 (100.0) (4.1) (11.0) (11.1) (17.5) (56.3)
40～49歳 100.0 8.8 91.2 (100.0) (5.3) (11.4) (9.9) (12.1) (61.3)
50～59歳 100.0 6.2 93.8 (100.0) (9.2) (11.3) (12.6) (9.3) (57.5)
60歳以上 100.0 10.5 89.5 (100.0) (9.9) (11.5) (12.6) (15.4) (50.5)
　　60～64歳 100.0 11.8 88.2 (100.0) (12.2) (12.3) (12.8) (12.8) (49.9)
　　65歳以上 100.0 5.5 94.5 (100.0) (1.9) (8.8) (12.0) (24.4) (52.8)
男性 100.0 8.9 91.1 (100.0) (6.2) (10.5) (12.7) (15.9) (54.7)
女性 100.0 4.9 95.1 (100.0) (4.9) (11.5) (8.3) (14.1) (61.3)

（就業形態）

　　正社員 100.0 7.9 92.1 (100.0) (5.6) (11.1) (11.5) (15.6) (56.2)
　　契約社員 100.0 8.2 91.8 (100.0) (5.5) (8.2) (8.1) (7.9) (70.3)
　　パートタイム労働者 100.0 4.1 95.9 (100.0) (6.0) (11.5) (9.9) (16.9) (55.7)
　　派遣労働者 100.0 1.9 98.1 (100.0) (1.8) (6.3) (3.3) (5.1) (83.5)
　　臨時・日雇労働者 100.0 7.9 92.1 (100.0) (7.1) (4.4) (10.4) (13.1) (65.0)

注：「労働者計」には面接指導等の有無不明が含まれる。

第３１表　　過去６か月間における医師による面接指導等の有無、面接指導等を受けなかった理由別労働者割合

区分 労働者計
面接指導
等を受け

た

面接指導等を受け
なかった

受けなかった理由

面接指導等
を受けるよう

にとの通知が
なかった

自分で判断
して受けな

かった

面接指導等
の制度がな
い・制度があ
るかわからな

い

医師の判断
で受けなかっ

た

45時間を超
える時間外
労働はな

かった
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(2)医師による面接指導等の事後措置の状況 

医師による面接指導等を受けた後に何らかの改善措置があった労働者の割合は 18.1％となっ 

ており、その措置内容は、「労働時間の短縮」（28.1％）、「深夜業の回数の減少」（9.3％）、「作業の 

転換」（5.6％）となっている（第３２表）。 

 

 

３ 精神的ストレス等に関する事項 

(1)仕事や職業生活に関する強い不安、悩み、ストレスの有無 

過去１年間に自分の仕事や職業生活に関することで、強い不安、悩み、ストレスになっていると 

「感じる事柄がある」労働者の割合は 32.4％となっている（第３３表）。 

 

（単位：％）

平成23年 100.0  18.1 (100.0)  (0 .7)  (5 .6)  (28 .1)  (9 .3)  (60 .2)  77 .8  

（年齢階級）         

20歳未満 100.0 *      - ( - ) ( - )  ( - )  ( - )  ( - )  ( - )  89.7 *
20～29歳 100.0  18.9 (100.0)  (1.5)  (1.9)  (27.5)  (15.9)  (63.5)  78.7  
30～39歳 100.0  15.7 (100.0)  (1.1)  (8.1)  (38.1)  (2.0)  (50.8)  79.3  
40～49歳 100.0  20.2 (100.0)  ( - )  (6.6)  (35.1)  (3.1)  (59.5)  74.4  
50～59歳 100.0  25.5 (100.0)  ( - )  (4.0)  (6.5)  (23.3)  (70.2)  73.5  
60歳以上 100.0  6.2 (100.0)  (6.1)  ( - )  (25.2)  (12.6)  (62.2)  89.4  
　　60～64歳 100.0  6.5 (100.0)  (6.5)  ( - )  (19.7)  (13.5)  (66.8)  88.7  
　　65歳以上 100.0  3.8 (100.0) * ( - )  ( - )  (100.0) * ( - )  ( - )  95.3  
男性 100.0 22.6 (100.0) (0.5) (6.3) (28.0) (10.3) (59.1) 73.8
女性 100.0 6.4 (100.0) (2.5) (0.1) (29.2) (0.1) (70.5) 87.9

（就業形態）

　　正社員 100.0 19.7 (100.0) (0.6) (6.0) (27.6) (9.6) (60.0) 76.2
　　契約社員 100.0 14.0 (100.0) (2.5) (2.5) (45.4) (8.6) (46.0) 84.0
　　パートタイム労働者 100.0 6.8 (100.0) ( - ) ( - ) (13.0) ( - ) (87.0) 86.2
　　派遣労働者 100.0      - （ - ） ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) 100.0
　　臨時・日雇労働者 100.0      - （ - ） ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) 89.1

注：「面接指導を受けた労働者計」には改善措置の有無不明が含まれる。

その他

第３２表　　医師による面接指導等後の改善措置の有無及び改善内容別労働者割合

区分
面接指導

等を受けた
労働者計

改善措置があった

改善措置の内容

就業場所
の変更

作業の転
換

労働時間
の短縮

深夜業の
回数の減

少

改善措
置がな
かった

（単位：％）

区分 労働者計
強い不安、悩み、ス
トレスを感じる事柄

がある

強い不安、悩み、ス
トレスを感じる事柄

がない

平成23年 100.0 32.4 67.6

（年齢階級）

20歳未満 100.0 11.1 88.9
20～29歳 100.0 34.6 65.4
30～39歳 100.0 37.5 62.5
40～49歳 100.0 31.0 69.0
50～59歳 100.0 33.0 67.0
60歳以上 100.0 13.3 86.7
　　60～64歳 100.0 14.8 85.2
　　65歳以上 100.0 7.7 92.3
男性 100.0 32.2 67.8
女性 100.0 32.8 67.2

（就業形態）

　　正社員 100.0 35.1 64.9
　　契約社員 100.0 28.1 71.9
　　パートタイム労働者 100.0 21.9 78.1
　　派遣労働者 100.0 29.4 70.6
　　臨時・日雇労働者 100.0 3.6 96.4

第３３表　　仕事や職業生活に関する強い不安、悩み、ストレスの
　　　　　　 有無別労働者割合
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(2)相談希望及び相談先 

また、「感じる事柄がある」労働者のうち「相談したい」とする労働者の割合は 78.0％となっており、 

具体的な相談先としては、「その他（家族・同僚など）」が 64.1％と最も多く、次いで「外部の相談機 

関」（15.7％）、「事業所内の相談窓口」（10.0％）となっている（第３４表）。 

 

 

(3)相談内容の通知の可否 

  さらに、「相談したい」労働者について、仕事や職業生活に関する強い不安、悩み、ストレスの

相談内容を事業所へ通知することの可否についてみると、「本人が同意すれば、通知してよい」 

が 48.9％と最も多く、次いで「通知されたくない」（36.2％）、「わからない」（11.9％）となっている 

（第３５表）。 

 

（単位：％）

事業所内
の相談窓

口

外部の医
療機関

平成23年 100.0 78.0  (100.0)  (10.0) (1.6) (8.7) (15.7) (64.1) 21.7  

（年齢階級）    

20歳未満 100.0 71.4  (100.0)  ( - ) ( - ) (0.9) (3.9) (95.2) 28.6  
20～29歳 100.0 81.5  (100.0)  (15.7) (0.4) (7.2) (10.8) (65.8) 17.8  
30～39歳 100.0 76.8  (100.0)  (8.1) (1.0) (8.4) (18.5) (64.1) 23.1  
40～49歳 100.0 79.0  (100.0)  (10.4) (2.9) (10.5) (16.1) (60.1) 20.7  
50～59歳 100.0 76.9  (100.0)  (7.5) (2.2) (9.1) (16.2) (65.0) 23.0  
60歳以上 100.0 66.9  (100.0)  (2.0) (0.1) (5.3) (13.7) (79.0) 31.5  
　　60～64歳 100.0 62.4  (100.0)  (2.4) (0.1) (2.3) (16.0) (79.1) 35.8  
　　65歳以上 100.0 100.0  (100.0)  ( - ) ( - ) (19.0) (2.8) (78.2)        -  
男性 100.0 74.1 (100.0) (12.2) (2.2) (10.3) (18.1) (57.1) 25.5
女性 100.0 83.3 (100.0) (7.3) (0.7) (6.7) (12.8) (72.5) 16.5

（就業形態）

　　正社員 100.0 77.4 (100.0) (9.6) (1.8) (9.2) (17.6) (61.8) 22.3  
　　契約社員 100.0 83.9 (100.0) (7.6) (0.1) (10.4) (10.3) (71.5) 16.1  
　　パートタイム労働者 100.0 78.8 (100.0) (14.5) (0.2) (4.5) (5.8) (74.9) 20.7  
　　派遣労働者 100.0 87.1 (100.0) (7.7) (0.4) (4.6) (7.1) (80.3) 12.9  
　　臨時・日雇労働者 100.0 * 91.8 * (100.0) * ( - ) (5.6) * ( - ) (16.8) * (77.6) * 8.2 *

注：「強い不安、悩み、ストレスを感じる事柄がある労働者計」には相談希望の有無不明が含まれる。

第３４表　　仕事や職業生活に関する強い不安、悩み、ストレスの相談希望の有無及び相談先別労働者数及び労働者割合

区分
相談した
くない

強い不安、
悩み、ストレ
スを感じる事
柄がある労

働者計

事業所内の
産業医

その他（家
族・同僚な

ど）

相談先

外部の相談
機関

相談したい

区分

本人の同意
の有無にか
かわらず、通
知してよい

平成23年 100.0  3.1 48.9  36.2  11.9

（年齢階級）     

20歳未満 100.0  - -  97.3  1.9  
20～29歳 100.0  4.4 45.9  37.1  12.6  
30～39歳 100.0  1.9 51.2  36.2  10.6  
40～49歳 100.0  3.3 52.6  31.4  12.8  
50～59歳 100.0  3.3 45.8  40.4  10.5  
60歳以上 100.0  3.4 35.7  35.7  25.1  
　　60～64歳 100.0  3.1 38.5  32.1  26.3  
　　65歳以上 100.0  4.8 23.3  52.3  19.7  
男性 100.0 4.1 52.1 35.4 8.4
女性 100.0 1.7 44.9 37.1 16.2

（就業形態）

　　正社員 100.0 3.4 47.9 37.4 11.3
　　契約社員 100.0 1.3 58.9 33.9 6.0
　　パートタイム労働者 100.0 2.1 49.1 29.2 19.5
　　派遣労働者 100.0 - 60.3 27.5 10.6
　　臨時・日雇労働者 100.0 - 17.5 16.8 65.7

注：「相談したい労働者計」には通知の可否不明が含まれる。

相談したい
労働者計

本人が同意
すれば、通
知してよい

通知された
くない

わからない

第３５表　　事業所への仕事や職業生活に関する強い不安、悩み、ストレスの相談
              内容の通知の可否別労働者割合

（単位：％）
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    ４ 受動喫煙防止対策に関する事項 

(1)喫煙の状況 

職場で喫煙する労働者の割合は 30.6％[19 年調査 34.1％]、そのうち、「毎日吸う」人は 27.8％、 

「時々吸う」人は 2.8％となっている。「職場で喫煙しない」人の割合は 69.4％[同調査 64.9％]、その 

うち、「職場では吸わない」人は 4.3％、「たばこは吸わない」人は 65.1％となっている。（第３６表） 

 

 

(2)受動喫煙による不快や対策への意識 

「職場で喫煙しない」人について、職場での受動喫煙で、不快に感じること又は体調が悪くなっ 

たことの有無についてみると、「有」とする労働者の割合が 20.2％[19 年調査 38.1％]となっている。 

これを「職場では吸わない」人についてみると、「有」は 5.8％、「たばこは吸わない」人についてみる 

と、「有」は 21.1％となっている。（第３７表） 

 

（単位：％）

毎日吸う 時々吸う
職場では吸

わない
たばこは吸

わない

平成23年 100.0 30.6 27.8 2 .8 69.4 4 .3 65.1

男性 100.0 43.0 39.6 3.4 57.0 3.8 53.2
女性 100.0 13.3 11.2 2.0 86.7 4.9 81.8

[平成19年] 100.0 34.1 ・・・ ・・・ 64.9 ・・・ ・・・
注： 1）「労働者計」には職場での喫煙の有無不明が含まれる。
　 　 2）「職場で喫煙しない」人＝「職場では吸わない」人＋「たばこは吸わない」人

      3)「職場で喫煙する」及び「職場で喫煙しない」における内訳は、平成19年調査では
        調査していない。

第３６表　　職場での喫煙の有無、喫煙の程度別労働者割合　　

区分 労働者計
職場で喫煙する 職場で喫煙しない

（単位：％）

有 無 有 無 有 無

平成23年 100.0 20.2 79.8 6 .1 (100.0) (5 .8) (94 .2) 93.9 (100.0) (21 .1) (78 .9)

（年齢階級）

20歳未満 100.0 2.5 97.5 3.9 (100.0) (-) (100.0) 96.1 (100.0) (2.6) (97.4)
20～29歳 100.0 19.9 80.1 6.3 (100.0) (3.2) (96.8) 93.7 (100.0) (21.0) (79.0)
30～39歳 100.0 19.9 80.1 6.4 (100.0) (10.4) (89.6) 93.6 (100.0) (20.5) (79.4)
40～49歳 100.0 20.2 79.8 6.3 (100.0) (3.6) (96.4) 93.7 (100.0) (21.3) (78.7)
50～59歳 100.0 23.0 77.0 5.5 (100.0) (7.9) (92.1) 94.5 (100.0) (23.9) (76.1)
60歳以上 100.0 17.2 82.8 6.5 (100.0) (0.8) (99.2) 93.5 (100.0) (18.3) (81.7)
　　60～64歳 100.0 18.5 81.5 6.7 (100.0) (1.0) (99.0) 93.3 (100.0) (19.8) (80.2)
　　65歳以上 100.0 12.5 87.5 5.7 (100.0) (-) (100.0) 94.3 (100.0) (13.3) (86.7)
男性 100.0 20.7 79.3 6.6 (100.0) (4.2) (95.8) 93.4 (100.0) (21.9) (78.1)
女性 100.0 19.7 80.3 5.7 (100.0) (7.6) (92.4) 94.3 (100.0) (20.5) (79.5)

[平成19年] 100.0 38.1 61.5 ・・・ （・・・） （・・・） （・・・） ・・・ （・・・） （・・・） （・・・）
注：１）「職場で喫煙しない労働者計」には受動喫煙で不快に感じることの有無不明が含まれる。
　　２）「職場では吸わない」には受動喫煙で不快に感じることの有無不明が含まれる。
　　３）「たばこは吸わない」には受動喫煙で不快に感じることの有無不明が含まれる。
　　４）「職場で喫煙しない労働者計」における「職場では吸わない」及び「たばこは吸わない」は、平成19年調査
       では調査していない。

第３７表　　職場での受動喫煙で不快に感じること又は体調が悪くなったことの有無別労働者割合　　

職場で喫煙しない労働者計

職場では吸わない たばこは吸わない

受動喫煙で不快に感
じること又は体調が

悪くなったことの有無

受動喫煙で不快に感
じること又は体調が

悪くなったことの有無

受動喫煙で不快に感
じること又は体調が

悪くなったことの有無

区分
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また、労働者のうち、職場で受動喫煙防止対策が「講じられている」とするものの割合は 68.7％

であるが、「講じられているが、不十分である」が 16.3％、「講じられていない」が 14.5％となってい

る（第３８表）。 

 

 

さらに、職場の全面禁煙に対する意識をみると、全体では、「空間分煙を行えば十分である」が 

52.3％と最も多く、次いで「全面禁煙を積極的に行うべきである」（34.1％）となっているが、「職場で 

喫煙しない」人では、「全面禁煙を積極的に行うべきである」（46.6％）の方が高い（第３９表）。 

 

 

(3)受動喫煙防止対策として望むこと 

職場における受動喫煙防止対策として望む内容（複数回答）は、「喫煙室を設け、それ以外は 

禁煙とすること」が 49.8％と最も多く、次いで「喫煙コーナーを設け、それ以外は禁煙とすること」 

（29.8％）、「喫煙室又は喫煙コーナーにたばこの煙を排気する装置（換気扇）等を設置すること」 

（29.1％）、「喫煙室又は喫煙コーナーにたばこの煙を除去する装置（空気清浄装置）等を設置す 

ること」（28.1％）となっている（第４０表）。 

 

（単位：％）

区分 労働者計 講じられている

講じられてい
るが、不十分

である

講じられていな
い

平成23年 100.0 68.7 16.3 14.5

男性 100.0 67.6 16.9 15.2
女性 100.0 70.3 15.4 13.6

第３８表　　職場での受動喫煙防止対策の有無別労働者割合

注：「労働者計」には職場での受動喫煙防止対策の有無不明が含ま
    れる。

（単位：％）

区分

時
間
分
煙

（
※
4
0

）

を
行
え
ば
十
分
で
あ
る

全
面
禁
煙
・
空
間
分

煙
・
時
間
分
煙
の
い
ず

れ
も
行
う
必
要
は
な
い

平成23年 100.0 34.1 52.3 2 .1 3 .8 6 .7

男性 100.0 27.9 57.7 2.4 5.3 5.9
女性 100.0 42.6 44.8 1.8 1.7 7.8

（職場での喫煙計） 100.0 34.1  52.3  2.1 3.8 6.7  

　　喫煙する人 100.0 5.6  69.9  3.5 9.0 9.9
　　喫煙しない人 100.0 46.6  44.6  1.5 1.5 5.3

労
働
者
計

全
面
禁
煙
を
積
極
的
に

行
う
べ
き
で
あ
る

空
間
分
煙
を
行
え
ば
十

分
で
あ
る

わ
か
ら
な
い

第３９表　　全面禁煙に対する意識の程度別労働者割合　　

（単位：％）

区分

労
働
者
計

事
業
所
全
体
を
禁
煙
と
す
る
こ
と

喫
煙
室
を
設
け

、
そ
れ
以
外
は
禁
煙
と

す
る
こ
と

喫
煙
コ
ー

ナ
ー

を
設
け

、
そ
れ
以
外
は
禁
煙

と
す
る
こ
と

会
議

、
研
修
の
場
所
を
禁
煙
と
す
る
こ
と

禁
煙
タ
イ
ム
を
実
施
す
る
こ
と

喫
煙
室
又
は
喫
煙
コ
ー

ナ
ー

に
た
ば
こ

の
煙
を
排
気
す
る
装
置

（
換
気
扇

）
等

を
設
置
す
る
こ
と

喫
煙
室
又
は
喫
煙
コ
ー

ナ
ー

に
た
ば
こ

の
煙
を
除
去
す
る
装
置

（
空
気
清
浄
装

置

）
等
を
設
置
す
る
こ
と

喫
煙
室
と
非
喫
煙
場
所
と
の
境
界
等
の

気
流
を
測
定
す
る
こ
と

浮
遊
粉
じ
ん

、
一
酸
化
炭
素
濃
度
等
の

濃
度
を
測
定
し

、
空
気
環
境
の
状
態
を

把
握
す
る
こ
と
・
周
知
す
る
こ
と

喫
煙
者
に
対
す
る
禁
煙
指
導
を
実
施
す

る
こ
と

喫
煙
対
策
の
担
当
者

、
担
当
部
署
を
決

め
る
こ
と

喫
煙
対
策
の
た
め
の
委
員
会
等
を
設
置

す
る
こ
と
・
開
催
す
る
こ
と

そ
の
他

平成23年 100.0 25.7 49.8 29.8 18.4 5.3 29.1 28.1 6.0 5.3 11.1 3.1 2.5 5.4

男性 100.0 21.7 49.3 31.7 17.6 5.5 30.8 27.9 5.5 4.9 9.9 2.6 2.3 5.7
女性 100.0 31.3 50.6 27.1 19.4 5.0 26.8 28.3 6.7 5.7 12.9 3.7 2.8 5.0

注：「労働者計」には職場における受動喫煙防止対策の内容不明が含まれる。

第４０表　　職場における受動喫煙防止対策として望む内容別労働者割合（複数回答）　　
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